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一　

は
じ
め
に

　

あ
る
契
約
を
締
結
し
た
も
の
の
、
そ
こ
か
ら
期
待
ど
お
り
の
利
益
を
獲
得
で
き
な
か
っ
た
当
事
者
に
対
し
て
い
か
な
る
救
済
を
与
え
る

べ
き
か
。
本
稿
は
、
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
た
め
の
基
礎
的
考
察
を
行
う
。

　

こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
民
法
典
上
の
様
々
な
制
度
を
中
心
に
多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
具
体
的
な
紛
争
に
お
け
る
当
事
者

の
利
益
を
適
切
に
調
整
す
る
に
は
、
か
か
る
諸
制
度
の
相
互
関
係
を
適
切
に
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
は
か
か
る

諸
制
度
の
そ
れ
ぞ
れ
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
「
契
約
内
容
」
を
基
点
と
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
ろ（
1
）う。
本
稿
は
、
か
か
る
契
約
内
容
の

確
定
方
法
す
な
わ
ち
契
約
解
釈
の
問
題
を
扱
う
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
く
の
研
究
が
存
す
る
。
よ
っ
て
、
本
章
で
は

本
稿
が
改
め
て
こ
れ
を
問
題
と
す
る
理
由
を
示
し
、
本
稿
の
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

今
日
に
お
い
て
契
約
法
の
解
釈
論
を
問
題
と
す
る
場
合
、
欧
州
を
中
心
と
し
た
私
法
調
和
の
動（
2
）きを
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

そ
こ
で
の
契
約
解
釈
に
関
連
す
る
議
論
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
点
は
特
に
注
目
に
値
す
る
。
す
な
わ
ち
、
契
約
締

結
過
程
に
お
け
る
情
報
提
供
義
務
違
反
に
対
す
る
救
済
と
し
て
、
か
か
る
義
務
違
反
に
よ
り
相
手
方
が
合
理
的
に
信
頼
し
た
内
容
の
債
務

を
発
生
さ
せ
る
べ
き
と
の
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ（
3
）る。

確
か
に
、
こ
の
提
案
に
つ
い
て
は
、
物
品
の
契
約
適
合
性
に
関
す
る
従
来

の
規
律
の
表
現
を
改
め
た
に
過
ぎ
な
い
と
の
説
明
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
に
鑑
み
る（
4
）と、
契
約
解
釈
に
つ
い
て
の
従
来
の
理
解
に

変
化
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
か
か
る
債
務
が
契
約
上
の
債
務
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
提
案
は
情
報
提
供
義
務
を
契
約
解

釈
の
場
面
で
考
慮
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
来
の
議
論
と
の
関
係
で
単
な
る
表
現
上
の
修
正
に
留
ま
ら
な
い
意
義
を
有
す
る
も
の

と
な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
従
来
の
議
論
に
お
い
て
、
情
報
提
供
義
務
は
契
約
解
釈
の
問
題
と
は
区
別
さ
れ
た
契
約
締
結
過
程
の
責
任
の
問

題
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ（
5
）る。

そ
の
た
め
、
こ
の
提
案
は
契
約
締
結
過
程
の
責
任
と
契
約
解
釈
と
の
相
互
関
係
に
対
し
て
再
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考
を
迫
る
も
の
と
い
え
よ（
6
）う。

　

か
か
る
観
点
か
ら
み
た
場
合
、
わ
が
国
の
議
論
は
い
か
に
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
ま
さ
に
本
稿
の
課
題
な
の
だ
が
、
こ
れ
を

一
言
で
い
え
ば
、
わ
が
国
で
は
、
契
約
解
釈
に
関
す
る
議
論
と
契
約
締
結
過
程
の
責
任
、
と
り
わ
け
情
報
提
供
義
務
に
関
す
る
議
論
と
が

切
り
離
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
一
定
の
問
題
が
生
じ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
以
上
の

よ
う
な
欧
州
で
の
議
論
の
基
礎
や
、
そ
れ
が
前
提
と
す
る
契
約
解
釈
と
契
約
締
結
過
程
の
責
任
と
の
関
係
の
理
解
に
つ
い
て
探
求
す
る
こ

と
は
、
わ
が
国
の
議
論
に
と
っ
て
も
意
義
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
た
め
、
本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
欧
州
で
の
議
論
の
具
体
的
な
検
討
に
先
立
ち
、
わ
が
国
に
お
い
て
契
約
解
釈
論
が
情
報
提
供

義
務
論
と
接
合
し
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
及
び
そ
の
原
因
、
さ
ら
に
は
そ
れ
に
よ
り
生
じ
る
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
欧
州

で
の
議
論
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
が
わ
が
国
の
議
論
に
お
い
て
も
重
要
な
意
義
を
有
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
き
た
い
。

二　

わ
が
国
の
議
論
の
現
状

㈠　

契
約
解
釈
論

　

1　

契
約
解
釈
の
枠
組
み
と
規
範
的
解
釈

　

情
報
提
供
義
務
論
と
の
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
わ
が
国
の
契
約
解
釈
論
を
検
討
す
る
に
先
立
ち
、
か
か
る
議
論
が
前
提
と
す
る
契
約
解

釈
の
枠
組
み
及
び
情
報
提
供
義
務
と
の
関
係
が
特
に
問
題
と
な
る
と
思
わ
れ
る
規
範
的
解
釈
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
概
観
す（
7
）る。

　

わ
が
国
の
伝
統
的
通
説
た
る
客
観
的
解
釈
説
は
、
契
約
解
釈
の
問
題
を
法
律
行
為
の
解
釈
の
問
題
と
し
て
捉
え
た
上
で
、
契
約
解
釈
に

お
い
て
は
表
示
行
為
の
際
の
諸
事
情
を
基
礎
に
表
示
行
為
の
客
観
的
意
味
を
解
明
す
べ
き
と
し
て
き（
8
）た。
し
か
し
、
そ
の
後
の
研
究
に
お
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い
て
、
法
律
行
為
の
解
釈
に
お
け
る
意
味
の
発
見
と
意
味
の
持
ち
込
み
の
区（
9
）別の
存
在
や
契
約
の
解
釈
の
独
自
）
10
（
性
、
当
事
者
意
思
が
合
致

す
る
場
合
に
こ
れ
を
尊
重
す
る
こ
と
の
必
要
）
11
（

性
が
指
摘
さ
れ
る
に
至
り
、
こ
れ
を
受
け
た
現
在
の
議
論
で
は
、
大
要
次
の
枠
組
み
で
契
約

は
解
釈
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
）
12
（
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
当
事
者
が
行
っ
た
表
示
行
為
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
契
約

当
事
者
間
の
内
心
の
意
思
が
合
致
し
て
い
る
場
合
を
問
題
と
す
る
「
本
来
的
解
釈
」
及
び
当
事
者
の
内
心
の
意
思
が
合
致
し
て
い
な
い
場

合
を
問
題
と
す
る
「
規
範
的
解
釈
」
を
行
っ
た
上
で
（
両
者
を
合
わ
せ
て
「
狭
義
の
解
釈
」
と
い
う
）、
そ
れ
に
よ
り
一
旦
確
定
し
た
契
約
内

容
が
当
該
紛
争
の
解
決
の
た
め
に
不
適
切
で
あ
る
場
合
に
は
、「
補
充
的
解
釈
」
や
「
修
正
的
解
釈
」
に
よ
り
契
約
内
容
の
補
充
・
修
正

を
行
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
枠
組
み
の
中
で
情
報
提
供
義
務
が
問
題
と
な
り
う
る
の
は
「
規
範
的
解
釈
」
の
場
面
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
情
報
提
供
義
務
が

問
題
と
な
る
事
案
は
、
適
切
な
情
報
を
提
供
し
な
か
っ
た
当
事
者
が
認
識
し
た
契
約
内
容
と
そ
の
提
供
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
当
事
者
が

認
識
し
た
契
約
内
容
と
が
一
致
し
て
い
な
い
と
い
う
点
で
、
当
事
者
の
内
心
の
意
思
が
合
致
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
た
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
規
範
的
解
釈
に
関
す
る
議
論
の
内
容
を
確
認
す
る
）
13
（

が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
見
解
の
対
立
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
客
観
的
解
釈
説
を
基
本
的
に
維
持
し
表
示
行
為
の
客
観
的
意
味
に
従
っ
た
解
釈
を
す
べ
き
と
す
る
修
正
客
観
的
解
釈
）
14
（
説
と
、

当
事
者
双
方
が
表
示
に
付
与
し
た
主
観
的
意
味
の
う
ち
正
当
性
が
認
め
ら
れ
る
も
の
に
従
っ
た
解
釈
を
す
べ
き
と
す
る
意
味
付
与
比
較
）
15
（

説

と
が
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
解
釈
の
対
象
に
つ
い
て
み
る
と
、
前
者
が
表
示
の
客
観
的
意
味
に
着
目
す
る
の
に
対
し
、
後

者
が
表
示
に
対
し
て
当
事
者
が
付
与
し
た
主
観
的
意
味
に
着
目
す
る
点
で
、
両
説
の
差
異
は
大
き
い
。
し
か
し
、
こ
の
差
異
は
実
際
の
紛

争
解
決
に
は
ほ
と
ん
ど
影
響
し
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
）
16
（

る
。
な
ぜ
な
ら
、
修
正
客
観
的
解
釈
説
も
契
約
の
際
の
諸
般
の
事
情
を
無
視

す
る
も
の
で
は
な
く
、
当
事
者
が
表
示
に
付
与
し
た
主
観
的
意
味
が
個
別
的
事
情
に
よ
り
客
観
的
に
認
識
可
能
な
場
合
に
は
そ
の
通
用
を

認
め
る
で
あ
ろ
う
し
、
意
味
付
与
比
較
説
も
当
事
者
が
表
示
に
付
与
し
た
主
観
的
意
味
が
客
観
的
に
認
識
不
能
な
場
合
に
は
当
該
意
味
の

通
用
を
否
定
す
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
）
17
（
る
。
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2　

契
約
解
釈
の
具
体
的
基
準

　

本
稿
の
主
題
と
の
関
係
で
重
要
な
問
題
は
、
規
範
的
解
釈
の
基
準
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
情
報
提
供
義
務
は
か
か
る
基

準
の
一
つ
と
し
て
機
能
し
う
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
以
下
で
は
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
わ
が
国
の
議
論
を
確
認
し
て 

い
く
。

　

こ
の
点
、
伝
統
的
通
説
た
る
客
観
的
解
釈
説
を
代
表
す
る
我
妻
説
は
、
契
約
解
釈
の
標
準
と
し
て
、
当
事
者
の
企
図
す
る
目
的
、
慣
習
、

任
意
法
規
、
信
義
誠
実
の
原
則
の
四
つ
の
基
準
を
挙
げ
）
18
（
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
う
ち
当
事
者
の
企
図
す
る
目
的
は
、
契
約
内
容
に
つ
い
て

当
事
者
の
理
解
が
合
致
し
な
い
場
合
に
こ
れ
に
適
合
的
な
内
容
で
当
該
契
約
を
解
釈
す
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
規
範
的
解
釈

の
基
準
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
、
こ
の
目
的
自
体
の
確
定
方
法
は
明
ら
か
で
な
く
、
解
釈
の
基
準
と
し
て
は
不
十
分
な

も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
慣
習
及
び
任
意
法
規
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ら
が
当
事
者
意
思
の
欠
缺
を
補
充
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
当
事
者
意

思
を
推
測
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
が
議
論
の
対
象
と
さ
れ
て
お
）
19
（
り
、
い
か
な
る
場
合
に
い
か
な
る
慣
習
や
任
意
法
規
が
契
約
解

釈
の
標
準
と
な
る
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
の
議
論
は
十
分
で
な
い
。
そ
し
て
、
信
義
誠
実
の
原
則
は
修
正
的
解
釈
の
基
準
と
し
て
捉
え
ら

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
）
20
（
り
、
こ
れ
に
関
す
る
議
論
で
も
規
範
的
解
釈
の
具
体
的
基
準
を
確
立
す
る
た
め
の
議
論
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
）
21
（
い
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
結
局
、
客
観
的
解
釈
説
で
は
規
範
的
解
釈
の
具
体
的
な
基
準
に
関
す
る
議
論
が
十
分
に
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い 

え
る
。

　

同
様
の
傾
向
は
そ
の
後
の
議
論
に
も
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
客
観
的
解
釈
説
に
対
す
る
批
判
理
論
た
る
意
味
付
与
比

較
説
も
、
表
示
に
対
す
る
当
事
者
の
責
任
を
考
慮
す
べ
き
こ
と
は
主
張
す
る
も
の
の
、
具
体
的
な
意
味
付
与
の
正
当
性
の
判
断
に
つ
い
て

は
、
社
会
に
お
け
る
客
観
的
な
意
味
を
基
礎
に
取
引
慣
行
や
当
事
者
間
の
特
殊
事
情
を
考
慮
し
て
判
断
す
べ
き
と
い
う
に
留
ま
）
22
（
り
、
必
ず

し
も
明
確
な
基
準
を
提
示
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
が
国
の
議
論
で
は
、
規
範
的
解
釈
の
具
体
的
基
準
に
つ
い
て
の
問

題
意
識
が
希
薄
で
あ
り
、
こ
れ
に
関
す
る
議
論
は
十
分
に
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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3　

表
示
に
対
す
る
当
事
者
の
責
任
と
情
報
提
供
義
務

　

も
っ
と
も
、
今
日
で
は
、
契
約
の
際
の
諸
般
の
事
情
を
基
礎
に
表
示
に
対
す
る
当
事
者
の
責
任
を
考
慮
し
な
が
ら
契
約
解
釈
を
行
う
と

い
う
意
味
付
与
比
較
説
が
示
し
た
理
解
は
広
く
共
有
さ
れ
て
お
り
、
客
観
的
解
釈
説
を
基
礎
と
す
る
見
解
か
ら
も
、
契
約
の
際
の
事
情
を

考
慮
し
当
事
者
が
合
理
的
に
考
え
る
な
ら
ば
理
解
す
べ
き
で
あ
っ
た
意
味
に
従
っ
て
契
約
を
解
釈
す
べ
き
と
の
主
張
が
明
確
に
な
さ
れ
る

に
至
っ
て
い
）
23
（

る
。
そ
う
す
る
と
、
本
稿
の
主
題
と
の
関
係
で
は
、
か
か
る
「
表
示
に
対
す
る
当
事
者
の
責
任
」
と
情
報
提
供
義
務
と
の
関

係
が
問
題
と
な
ろ
う
。
こ
の
点
、
必
ず
し
も
明
確
な
議
論
は
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
多
く
の
見
解
は
、
こ
れ
を
不
法
行
為
責
任
や
契

約
締
結
上
の
過
失
責
任
と
は
区
別
さ
れ
た
独
自
の
責
任
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
き
た
よ
う
で
あ
）
24
（

る
。
も
っ
と
も
、
近
時
の
議

論
の
中
に
は
こ
れ
と
異
な
る
傾
向
も
看
取
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
近
時
に
お
い
て
は
不
法
行
為
責
任
・
契
約
責
任
と
規
範
的
解
釈
と
の
融

合
的
な
理
解
を
説
く
見
解
が
現
れ
て
お
）
25
（

り
、
そ
こ
で
は
情
報
提
供
義
務
に
つ
い
て
の
検
討
も
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
以
下

で
は
こ
れ
ら
近
時
の
見
解
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

　

近
時
の
見
解
の
う
ち
重
要
な
も
の
と
し
て
、
不
明
確
条
項
解
釈
準
則
を
主
題
と
す
る
見
解
が
挙
げ
ら
れ
る
）
26
（

が
、
こ
こ
で
は
こ
の
見
解
の

主
張
の
う
ち
特
に
次
の
二
つ
の
点
に
注
目
し
た
い
。
一
点
目
は
、
不
明
確
条
項
解
釈
準
則
の
根
拠
に
関
連
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
見
解

は
、
不
明
確
条
項
解
釈
準
則
の
一
つ
で
あ
る
「
表
現
使
用
者
に
不
利
に
」
解
釈
準
則
の
根
拠
と
し
て
「
よ
り
明
確
な
表
現
を
用
い
る
べ
き

義
務
」
を
措
定
す
る
の
で
あ
）
27
（
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
こ
の
義
務
は
私
的
自
治
を
支
え
る
情
報
の
提
供
な
い
し
交
換
義
務
に
基
づ
く
義

務
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
の
義
務
は
い
わ
ゆ
る
情
報
提
供
義
務
と
共
通
の
性
質
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
二
点

目
は
、
ド
イ
ツ
で
議
論
さ
れ
て
い
る
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
調
整
に
つ
い
て
評
価
に
関
連
す
）
28
（

る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
見
解
は
、

契
約
の
規
範
的
解
釈
の
際
に
は
契
約
を
め
ぐ
る
全
て
の
事
情
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
り
、
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
を
基
礎
づ
け
る
誤
っ
た

情
報
提
供
や
情
報
提
供
義
務
違
反
の
事
実
も
契
約
解
釈
の
際
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
段
階
で
契
約
内
容
と
は
な
ら
な
い

と
評
価
さ
れ
た
一
方
当
事
者
の
信
頼
を
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
契
約
調
整
と
い
う
形
で
契
約
に
取
り
込
む
こ
と
は
評
価
矛
盾
に
あ



わが国における契約解釈論と情報提供義務論の断絶

173

た
る
と
論
じ
て
い
る
の
で
あ
）
29
（
る
。

　

こ
の
他
に
、
契
約
に
お
け
る
動
機
の
保
護
と
の
関
連
で
規
範
的
解
釈
の
在
り
方
を
説
く
見
）
30
（

解
も
存
在
す
る
。
こ
の
見
解
は
、
契
約
の
動

機
は
規
範
的
解
釈
を
通
じ
て
契
約
内
容
に
取
り
込
ま
れ
う
る
と
解
し
た
上
で
、
か
か
る
規
範
的
解
釈
に
お
い
て
は
両
当
事
者
が
お
互
い
に

意
思
疎
通
の
た
め
の
義
務
た
る
情
報
提
供
義
務
を
尽
く
し
た
か
否
か
が
一
つ
の
判
断
基
準
と
な
る
と
指
摘
す
る
も
の
で
あ
）
31
（
る
。

　

こ
れ
ら
の
見
解
は
、
契
約
解
釈
の
際
に
情
報
提
供
義
務
を
考
慮
す
る
点
で
本
稿
の
主
題
と
の
関
係
で
も
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
が
、
必

ず
し
も
広
く
支
持
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
見
解
と
従
来
の
情
報
提
供
義
務
論
と
の
関
係
が
十
分

に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
た
）
32
（

め
、
契
約
解
釈
の
基
準
と
し
て
情
報
提
供
義
務
を
援
用
す
る
と
い
う
理
解
が
従
来
の
議
論
と
い
か
に
接
合
す
る

も
の
で
あ
る
の
か
が
明
ら
か
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
結
局
、
わ
が
国
の
契
約
解
釈
論
で
は
情
報
提
供
義
務
論
と
の
関
連
を
十
分
に
意
識
し
た
議
論
は
十
分
に
は
な
さ
れ
て

い
な
い
も
の
と
い
え
よ
う
。

㈡　

情
報
提
供
義
務
論

　

情
報
提
供
義
務
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
当
初
、
契
約
締
結
上
の
過
失
論
の
一
部
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
一
九
九
〇
年
代
に
フ

ラ
ン
ス
の
学
説
が
紹
介
さ
れ
て
以
）
33
（
降
そ
の
独
自
性
が
意
識
さ
れ
る
に
至
り
、
今
日
ま
で
活
発
な
議
論
の
対
象
と
さ
れ
て
き
）
34
（
た
。
こ
こ
で
は
、

こ
の
義
務
が
い
か
な
る
紛
争
を
い
か
な
る
法
律
構
成
に
よ
り
い
か
に
解
決
す
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
点
を
中
心
に
わ
が
国
の
議
論
を
分

析
す
）
35
（

る
。

　

1　

裁
判
例
に
お
け
る
情
報
提
供
義
務

　

わ
が
国
で
情
報
提
供
義
務
が
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
る
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
多
く
の
裁
判
例
が
こ
れ
を
問
題
と
し
て
き
た
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
よ
）
36
（
う
。
実
際
に
、
多
く
の
学
説
も
裁
判
例
で
問
題
と
さ
れ
た
紛
争
類
型
及
び
救
済
を
前
提
に
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
学
説
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上
の
議
論
の
分
析
に
先
立
ち
、
裁
判
例
で
問
題
と
さ
れ
る
紛
争
類
型
及
び
そ
こ
で
与
え
ら
れ
る
救
済
の
内
容
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

　

裁
判
例
に
お
い
て
情
報
提
供
義
務
が
問
題
と
な
る
こ
と
の
多
い
紛
争
類
型
は
不
動
産
取
引
、
金
融
取
引
及
び
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
で

あ
る
が
、
問
題
と
な
る
情
報
の
内
容
及
び
救
済
の
程
度
は
類
型
ご
と
に
異
な
る
。
ま
ず
、
不
動
産
取
引
で
は
取
引
の
対
象
と
な
る
不
動
産

の
性
状
や
そ
の
周
辺
環
境
に
つ
い
て
の
情
報
が
問
題
と
さ
れ
て
お
り
、
前
者
が
問
題
と
な
る
事
案
で
は
情
報
提
供
義
務
違
反
に
基
づ
く
損

害
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
傾
向
が
強
い
一
方
）
37
（

で
、
後
者
が
問
題
と
な
る
事
案
で
は
、
一
般
論
と
し
て
情
報
提
供
義
務
が
承
認
さ
れ
る
こ
と
は

多
い
も
の
の
、
具
体
的
に
そ
の
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
）
38
（
い
。
次
に
、
金
融
取
引
で
は
取
引
の
対
象
と
な
る

金
融
商
品
の
仕
組
や
当
該
商
品
の
有
す
る
リ
ス
ク
に
つ
い
て
の
情
報
が
問
題
と
さ
れ
て
お
り
、
両
者
を
通
じ
て
情
報
提
供
義
務
違
反
に
基

づ
く
損
害
賠
償
が
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
多
く
の
事
案
で
は
過
失
相
殺
に
よ
る
損
害
賠
償
額
の
大
幅
な
減
額
が
な
さ
れ
て
い
）
39
（
る
。

最
後
に
、
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
で
は
市
場
調
査
や
売
り
上
げ
予
測
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
義
務
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
の

違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
を
認
め
た
判
決
は
多
く
な
）
40
（
い
。

　

で
は
、
こ
れ
ら
の
紛
争
類
型
や
救
済
を
前
提
と
し
て
、
学
説
で
は
い
か
な
る
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
み
て
い
く

こ
と
と
す
る
。

　

2　

情
報
提
供
義
務
に
つ
い
て
の
学
説
上
の
議
論

　

わ
が
国
の
学
説
は
、
当
初
、
情
報
提
供
義
務
を
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
論
の
一
部
と
し
て
論
じ
て
き
）
41
（
た
。
す
な
わ
ち
、
一
方
当
事
者

が
契
約
締
結
過
程
で
行
っ
た
不
適
切
な
情
報
提
供
を
契
約
締
結
上
の
過
失
と
し
て
捉
え
、
こ
れ
に
よ
り
不
本
意
な
内
容
で
契
約
を
締
結
さ

せ
ら
れ
た
相
手
方
に
損
害
賠
償
を
認
め
る
と
い
う
枠
組
み
で
情
報
提
供
義
務
は
語
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
多
く
の
裁
判
例
が
採
用
す
る
損
害

賠
償
と
い
う
形
で
の
救
済
も
、
こ
の
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
論
と
整
合
す
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
な
批
判
も
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
構
成
は
契
約
を
有
効
と
し
つ
つ
こ
れ
に
よ
り
生
じ
た
財
産
的
損
害
を
賠
償
さ
れ
る
べ
き
損
害
と
し
て
捉
え
て
い
る

が
、
こ
の
賠
償
を
認
め
る
な
ら
ば
契
約
を
有
効
と
す
る
前
提
と
矛
盾
す
る
と
い
う
の
で
あ
）
42
（
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
批
判
を
行
う
見
解
は
、
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こ
の
問
題
は
自
己
決
定
の
瑕
疵
の
問
題
と
し
て
契
約
の
有
効
性
判
断
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
）
43
（
る
。

　

一
方
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
議
論
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
議
論
の
影
響
を
受
け
、
詐
欺
や
錯
誤
の
適
用
領
域
を
拡
張
す
る
も
の
と
し
て

情
報
提
供
義
務
を
捉
え
る
見
）
44
（
解
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
、
契
約
当
事
者
間
の
情
報
格
差
に
よ
り
生
じ
る
紛
争
の
解
決
の
場
面

で
詐
欺
や
錯
誤
の
規
定
を
利
用
す
る
こ
と
に
消
極
的
だ
っ
た
従
来
の
見
解
を
批
判
し
、
情
報
提
供
義
務
概
念
の
利
用
に
よ
り
そ
の
要
件
を

緩
和
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
積
極
的
に
利
用
す
べ
き
と
主
張
す
る
。
具
体
的
に
は
、
欺
罔
行
為
の
違
法
性
の
拡
張
や
詐
欺
の
故

意
の
推
定
の
承
認
、
要
素
の
錯
誤
の
判
断
の
柔
軟
化
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
損
害
賠
償
責
任
を
導
く
も
の
と
し
て
情
報
提
供
義
務
を
捉
え
る
見
解
も
依
然
と
し
て
有
力
で
あ
）
45
（

る
。
こ
の
見
解
は
、
詐
欺

や
錯
誤
の
要
件
の
柔
軟
化
に
は
限
界
が
あ
る
と
の
認
識
か
）
46
（
ら
、
こ
れ
ら
の
利
用
が
困
難
な
場
合
に
は
損
害
賠
償
法
の
枠
組
み
に
よ
り
柔
軟

に
紛
争
を
解
決
す
べ
き
で
あ
り
、
か
か
る
解
決
は
契
約
の
有
効
性
の
判
断
と
矛
盾
し
な
い
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
）
47
（

る
。
し
か
し
、
契
約
に

よ
り
生
じ
る
経
済
的
利
益
の
保
持
力
を
も
契
約
の
効
力
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
見
解
も
契
約
の
効
力
を
部
分
的
に
否
定
す
る
も
の

と
し
て
情
報
提
供
義
務
を
捉
え
る
も
の
と
評
価
で
き
よ
う
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
わ
が
国
の
情
報
提
供
義
務
論
で
は
、
情
報
提
供
義
務
は
も
っ
ぱ
ら
契
約
の
効
力
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら

れ
て
お
り
、
契
約
解
釈
論
と
の
関
係
を
意
識
し
た
議
論
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
と
同
様
の
傾
向
は
近
時

の
立
法
に
も
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
消
費
者
契
約
法
も
こ
の
義
務
を
契
約
の
取
消
権
を
導
く
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
お
り
、
契
約
解
釈

に
つ
い
て
の
規
定
を
置
い
て
い
な
い
の
で
あ
）
48
（

る
。
も
っ
と
も
、
契
約
解
釈
と
の
関
係
を
意
識
し
た
議
論
が
わ
が
国
で
一
切
な
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
契
約
締
結
過
程
で
の
不
適
切
な
説
明
な
い
し
情
報
提
供
に
よ
る
被
害
者

の
救
済
と
い
う
視
点
か
ら
の
議
論
に
お
い
て
は
、
さ
ほ
ど
活
発
で
は
な
い
も
の
の
比
較
的
古
く
か
ら
情
報
提
供
義
務
と
契
約
解
釈
と
の
関

連
を
意
識
し
た
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
以
下
で
は
こ
の
議
論
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。
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3　

不
適
切
な
情
報
提
供
の
場
面
に
お
け
る
契
約
貫
徹
型
救
済

　

わ
が
国
で
は
、
一
九
五
〇
年
代
の
半
ば
か
ら
、
契
約
内
容
に
関
し
て
事
業
者
の
行
っ
た
不
正
確
な
表
示
や
広
告
を
信
頼
し
て
契
約
を
締

結
し
た
消
費
者
の
救
済
に
関
す
る
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
）
49
（
が
、
そ
こ
で
は
、
契
約
貫
徹
型
・
契
約
解
消
型
・
損
害
賠
償
型
の
三
つ
の
類
型

の
救
済
が
あ
り
う
る
こ
と
を
前
提
に
、
そ
れ
ぞ
れ
救
済
の
法
律
構
成
や
要
件
に
つ
い
て
検
討
が
な
さ
れ
て
い
）
50
（
た
。
こ
れ
ら
の
救
済
の
う
ち

契
約
解
釈
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
の
は
、
表
示
内
容
ど
お
り
の
事
実
を
実
現
す
る
と
い
う
契
約
貫
徹
型
の
救
済
に
つ
い
て
で
あ
る
。
よ

っ
て
、
こ
こ
で
は
か
か
る
救
済
に
つ
い
て
の
議
論
を
確
認
し
た
い
。

　

多
く
の
見
解
は
、
契
約
貫
徹
型
の
救
済
の
要
件
と
し
て
当
該
表
示
が
契
約
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
）
51
（

る
。
も
っ
と
も
、

こ
れ
ら
の
見
解
は
、
契
約
締
結
過
程
で
表
示
さ
れ
た
事
項
の
全
て
が
当
然
に
契
約
内
容
と
な
る
も
の
で
は
な
い
と
解
す
る
点
で
は
一
致
す

る
も
の
）
52
（

の
、
い
か
な
る
場
合
に
こ
れ
が
契
約
内
容
を
構
成
す
る
か
に
関
し
て
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
表
示
が
契
約

内
容
を
構
成
す
る
た
め
に
は
そ
れ
が
取
引
条
件
と
し
て
援
用
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
の
見
）
53
（
解
が
存
す
る
一
方
で
、
情
報
提
供
義
務
を
負
う

当
事
者
に
よ
る
表
示
は
当
然
に
契
約
内
容
に
組
み
込
ま
れ
る
と
の
見
）
54
（

解
も
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
者
の
見
解
は
、
当
該
表
示
を

契
約
内
容
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
当
事
者
の
意
思
、
と
り
わ
け
当
該
表
示
を
行
っ
た
者
の
意
思
を
重
視
し
て
お
り
、
後
者
の
見
解
は
、

情
報
提
供
義
務
を
生
じ
さ
せ
る
状
）
55
（

況
で
な
さ
れ
た
表
示
に
対
す
る
受
領
者
の
信
頼
を
重
視
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

本
稿
の
主
題
と
の
関
係
で
は
後
者
の
見
解
の
評
価
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
れ
に
関
す
る
議
論
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、

情
報
提
供
義
務
が
一
般
的
に
は
契
約
の
効
力
を
否
定
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
の
見
解
は
広
く
支
持
さ
れ
て

い
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

　

以
上
よ
り
、
情
報
提
供
義
務
論
に
お
い
て
も
契
約
解
釈
論
と
の
関
連
を
意
識
し
た
議
論
は
十
分
に
は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
え 

よ
う
。
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㈢　

小　

括

　

こ
こ
ま
で
の
検
討
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
ま
ず
、
わ
が
国
の
契
約
解
釈
論
で
は
、
契
約
解
釈
の
対
象
や
枠
組
み
に
つ
い
て
の

議
論
は
盛
ん
で
あ
る
一
方
、
規
範
的
解
釈
の
具
体
的
基
準
に
つ
い
て
の
検
討
は
十
分
で
な
く
、
表
示
に
対
す
る
当
事
者
の
責
任
は
問
題
と

さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
責
任
と
情
報
提
供
義
務
と
の
関
係
は
明
確
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
他
方
、
情
報
提
供
義
務
論
で
は
、
裁
判

例
で
問
題
と
さ
れ
た
紛
争
や
救
済
を
前
提
に
、
情
報
提
供
義
務
を
も
っ
ぱ
ら
契
約
の
効
力
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
議
論
が
展
開

さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
と
契
約
解
釈
と
を
接
合
さ
せ
る
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
議
論
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

わ
が
国
で
は
契
約
解
釈
と
情
報
提
供
義
務
と
を
体
系
的
に
接
合
さ
せ
る
議
論
は
ほ
ぼ
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
え
、
こ
こ
に
わ
が
国
に
お
け

る
契
約
解
釈
論
と
情
報
提
供
義
務
論
の
断
絶
（
以
下
、
文
脈
に
応
じ
て
「
断
絶
」
と
い
う
。）
を
看
取
で
き
る
の
で
あ
る
。

三　
「
断
絶
」
を
生
じ
さ
せ
る
要
因

　

以
上
が
わ
が
国
の
議
論
の
現
状
で
あ
る
と
す
る
と
、
か
か
る
「
断
絶
」
が
生
じ
た
要
因
の
所
在
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は

㈠
契
約
解
釈
論
、
㈡
情
報
提
供
義
務
論
及
び
㈢
そ
の
相
互
関
係
の
そ
れ
ぞ
れ
で
要
因
と
な
る
べ
き
要
素
が
見
出
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
以
下

で
は
こ
れ
ら
を
順
次
分
析
す
る
。

㈠　

契
約
解
釈
論
に
お
け
る
要
因

　

契
約
解
釈
論
に
お
い
て
は
、
規
範
的
解
釈
の
具
体
的
基
準
に
つ
い
て
の
議
論
が
不
十
分
だ
っ
た
こ
と
が
か
か
る
「
断
絶
」
の
要
因
と
い

え
よ
う
。
で
は
、
な
ぜ
わ
が
国
で
は
か
か
る
議
論
が
十
分
に
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
の
原
因
と
し
て
は
次
の
二
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つ
の
点
が
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

1　

契
約
解
釈
の
基
準
に
つ
い
て
の
問
題
意
識

　

第
一
に
、
わ
が
国
に
お
け
る
契
約
解
釈
の
基
準
に
関
す
る
問
題
意
識
の
希
薄
さ
が
こ
の
原
因
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
、
か
か
る
問
題

意
識
の
希
薄
さ
の
要
因
と
し
て
は
、
次
の
三
つ
の
事
情
が
重
要
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
わ
が
国
の
民
法
典
が
フ
ラ
ン
ス
民
法
）
56
（

典
や
ド
イ
ツ
民
法
）
57
（

典
と
異
な
り
、
契
約
な
い
し
法
律
行
為
の
解
釈
に
関
す
る
規
定
を
持
た

な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
民
法
典
上
に
契
約
解
釈
に
関
す
る
規
定
が
存
在
し
な
い
た
め
、
わ
が

国
で
は
当
初
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
議
論
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
ず
、
ド
イ
ツ
の
学
説
の
影
響
の
下
に
展
開
さ
れ
た
そ
の
後
の
議
論
で
も
契

約
解
釈
の
基
準
と
い
っ
た
実
践
的
な
問
題
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
）
58
（
る
。
も
っ
と
も
、
旧
民
法
典
に
は
契
約
の
解
釈
原
則

に
関
す
る
規
定
が
詳
細
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
に
は
注
意
を
要
す
る
。
す
な
わ
ち
、
現
行
民
法
典
の
起
草
者
は
こ
の
諸
規
定
を
意
図
的
に

削
除
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
）
59
（
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
の
理
由
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
法
曹
教
育
の
充
実
と
裁

判
官
の
質
の
向
上
に
よ
り
旧
民
法
制
定
時
に
存
在
し
た
裁
判
官
へ
の
不
信
が
解
消
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
こ
の
理
由
で
は
な
い
か
と
の
指
摘

が
な
さ
れ
て
い
）
60
（
る
。
そ
う
す
る
と
、
裁
判
官
へ
の
信
頼
も
わ
が
国
に
お
け
る
契
約
解
釈
の
具
体
的
な
基
準
に
対
す
る
問
題
意
識
の
希
薄
さ

に
影
響
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

次
に
、
わ
が
国
で
は
「
契
約
に
お
け
る
方
式
の
自
由
」
や
「
自
由
心
証
主
義
」
が
当
初
か
ら
採
用
さ
れ
て
い
た
点
に
も
着
目
す
べ
き
で

あ
）
61
（

る
。
ま
ず
、
前
者
と
の
関
連
で
い
う
と
、
わ
が
国
で
は
民
法
典
が
当
初
か
ら
こ
れ
を
広
く
認
め
て
お
り
、
方
式
と
り
わ
け
契
約
書
の
書

面
か
ら
当
事
者
の
真
意
を
探
求
す
る
た
め
の
方
法
を
発
達
さ
せ
る
必
要
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
た
め
の
具
体
的
基
準
へ
の
関
心
も

生
じ
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
後
者
と
の
関
連
で
い
う
と
、
わ
が
国
で
は
当
初
か
ら
自
由
心
証
主
義
が
採
用
さ
れ
て
い
た

た
）
62
（

め
、
契
約
解
釈
に
関
す
る
争
い
の
解
決
も
裁
判
官
の
合
理
的
な
判
断
に
委
ね
る
こ
と
で
足
り
、
具
体
的
な
解
釈
の
基
準
を
定
立
す
る
こ

と
で
裁
判
官
の
判
断
を
拘
束
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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最
後
に
、
わ
が
国
の
判
）
63
（
例
が
契
約
の
解
釈
を
事
実
問
題
と
解
し
て
き
た
こ
と
も
重
要
で
あ
）
64
（
る
。
す
な
わ
ち
、
か
く
解
す
る
こ
と
の
結
果
、

わ
が
国
で
は
契
約
解
釈
を
上
告
審
で
争
う
こ
と
が
困
難
と
な
り
、
ま
た
最
高
裁
の
判
断
が
示
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
単
に
一
定
の
意

味
で
契
約
を
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
判
示
さ
れ
る
に
と
ど
ま
）
65
（
り
、
そ
の
解
釈
を
導
く
た
め
に
用
い
ら
れ
た
基
準
は
明
ら
か
に
さ
れ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
わ
が
国
で
は
裁
判
例
の
分
析
を
通
じ
て
契
約
解
釈
の
基
準
を
提
示
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
こ
れ

を
体
系
化
す
る
こ
と
も
有
意
義
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

2　

規
範
的
解
釈
の
位
置
づ
け

　

第
二
に
、
情
報
提
供
義
務
と
の
関
連
が
問
題
と
な
る
規
範
的
解
釈
自
体
の
位
置
づ
け
が
次
の
二
つ
の
側
面
に
お
い
て
曖
昧
で
あ
っ
た
こ

と
も
、
わ
が
国
の
契
約
解
釈
論
に
お
い
て
具
体
的
な
解
釈
基
準
に
つ
い
て
の
議
論
が
不
十
分
だ
っ
た
こ
と
の
原
因
で
あ
る
と
思
わ
れ
）
66
（
る
。

　

ま
ず
、
規
範
的
解
釈
と
本
来
的
解
釈
と
の
関
係
が
明
ら
か
で
な
い
。
確
か
に
、
本
来
的
解
釈
は
い
か
な
る
意
味
で
当
事
者
の
意
思
が
合

致
し
て
い
た
の
か
を
探
求
す
る
と
い
う
「
事
実
」
の
問
題
で
あ
る
の
に
対
し
、
規
範
的
解
釈
は
い
か
な
る
内
容
の
契
約
が
当
事
者
間
で
妥

当
す
べ
き
か
と
い
う
「
評
価
」
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
両
者
は
明
瞭
に
区
別
さ
れ
る
と
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
本
来
的
解
釈
に

お
い
て
当
事
者
双
方
の
付
与
し
た
意
味
の
妥
当
を
認
め
る
こ
と
も
一
つ
の
「
評
価
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
両
者
は

「
表
示
の
基
準
的
意
味
の
確
定
」
を
目
指
す
も
の
と
し
て
同
一
の
平
面
で
捉
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
）
67
（

る
。
そ
う
す
る
と
、
両
者
の
関
係
が
改

め
て
問
題
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
検
討
は
十
分
に
は
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
規
範
的
解
釈
と
補
充
的
解
釈
な
い
し
修
正
的
解
釈
の
関
係
は
さ
ら
に
不
明
確
で
あ
る
。
確
か
に
、
狭
義
の
解
釈
の
一
環
と
し
て

の
規
範
的
解
釈
と
、
こ
の
作
業
の
後
に
な
お
存
在
す
る
契
約
内
容
の
不
適
切
さ
を
解
消
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
補
充
的
解
釈
な
い
し
修
正

的
解
釈
は
、
論
理
的
に
は
区
別
し
う
る
。
し
か
し
、
規
範
的
解
釈
の
方
法
や
基
準
次
第
で
は
、
こ
れ
と
補
充
的
解
釈
な
い
し
修
正
的
解
釈

と
の
区
別
は
流
動
的
と
な
）
68
（

る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
区
別
の
在
り
方
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
未
だ
十
分
に
解
明
さ
れ

て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
規
範
的
解
釈
の
位
置
づ
け
は
こ
の
意
味
で
も
不
明
確
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
、
補
充
的
解
釈
の
独
自
性
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を
否
定
す
る
見
解
が
存
在
す
る
こ
と
も
こ
れ
を
物
語
る
も
の
と
い
え
）
69
（
る
。

　

か
か
る
規
範
的
解
釈
の
位
置
づ
け
の
不
明
確
さ
が
わ
が
国
で
契
約
解
釈
の
具
体
的
基
準
に
つ
い
て
の
議
論
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
の

原
因
と
な
る
と
い
う
の
は
、
次
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
契
約
解
釈
の
基
準
に
つ
い
て
一
貫
性
の
あ
る
議
論
を
行
う
に
は
、

契
約
解
釈
の
枠
組
み
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
）
70
（
ら
、
契
約
解
釈
の
枠
組
み
自
体
が
十
分
に
明
確
で
な
い
わ
が
国

で
は
、
契
約
解
釈
の
具
体
的
基
準
に
つ
い
て
の
議
論
が
十
分
に
な
さ
れ
え
な
か
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

㈡　

情
報
提
供
義
務
論
に
お
け
る
要
因

　

わ
が
国
の
情
報
提
供
義
務
論
で
問
題
と
な
る
契
約
解
釈
論
と
情
報
提
供
義
務
論
の
断
絶
の
要
因
と
し
て
は
、
次
の
三
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

1　

裁
判
例
の
影
響

　

ま
ず
、
わ
が
国
の
情
報
提
供
義
務
論
に
お
け
る
裁
判
例
の
影
響
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
わ
が
国
の
議
論
に
影
響
を
及

ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
わ
が
国
の
裁
判
例
の
特
徴
と
し
て
次
の
二
点
を
指
摘
し
た
い
。

　

第
一
に
、
わ
が
国
の
裁
判
例
で
情
報
提
供
義
務
が
問
題
と
な
る
紛
争
の
多
く
が
①
不
動
産
取
引
や
②
金
融
取
引
、
③
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ

契
約
に
関
す
る
紛
争
で
あ
っ
た
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
従
来
の
多
く
の
議
論
で
は
、
か
か
る
裁
判
例
と
同
様
の
紛
争
類

型
が
議
論
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
情
報
提
供
義
務
と
契
約
解
釈
と
の
関
係
が
ほ
と
ん
ど
問
題
と
な
ら
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
根
拠
に
つ
い
て
は
、
各
紛
争
類
型
と
の
関
係
で
以
下
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
。

　

ま
ず
、
不
動
産
取
引
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
か
つ
て
の
通
説
の
基
礎
に
あ
る
特
定
物
ド
グ
）
71
（

マ
を
前
提
と
す
る

と
、
こ
の
紛
争
類
型
に
お
い
て
情
報
提
供
義
務
の
存
否
が
争
わ
れ
る
不
動
産
の
性
状
や
周
辺
環
境
に
関
す
る
事
項
は
、
た
と
え
当
事
者
の

合
意
が
あ
っ
て
も
契
約
内
容
と
は
な
り
え
な
い
も
の
で
あ
る
た
め
、
情
報
提
供
義
務
が
問
題
と
な
る
事
案
に
お
い
て
、
か
か
る
事
項
が
契

約
内
容
に
含
ま
れ
る
と
信
頼
し
た
相
手
方
の
救
済
を
検
討
す
る
際
に
も
、
こ
の
信
頼
を
契
約
内
容
と
し
て
保
護
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
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と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
金
融
取
引
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
紛
争
類
型
で
情
報
提
供
義
務
の
存
否
が
問
題
と
な
る
金
融
商

品
に
内
在
す
る
リ
ス
ク
は
、
そ
れ
が
実
現
し
た
場
合
の
損
失
の
金
融
機
関
に
よ
る
補
て
ん
が
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
り
禁
止
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
）
72
（
る
。
そ
の
た
め
、
た
と
え
こ
の
リ
ス
ク
に
つ
い
て
金
融
機
関
に
情
報
提
供
義
務
違
反
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
当
該
リ
ス
ク
を
金

融
機
関
が
負
担
す
る
と
の
信
頼
を
相
手
方
が
抱
い
た
と
し
て
も
、
か
か
る
信
頼
を
契
約
内
容
と
し
て
保
護
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
契
約
は
当
初
予
定
さ
れ
た
売
上
げ
を
上
げ
ら

れ
な
い
リ
ス
ク
を
当
然
に
内
包
す
る
契
約
で
あ
る
以
上
、
市
場
調
査
や
こ
れ
に
基
づ
く
収
益
予
測
の
不
正
確
さ
の
リ
ス
ク
を
フ
ラ
ン
チ
ャ

イ
ザ
ー
に
転
嫁
す
る
特
約
は
こ
の
契
約
の
性
質
に
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
、
た
と
え
こ
の
契
約
の
締
結
過
程
で
フ

ラ
ン
チ
ャ
イ
ザ
ー
が
提
供
し
た
市
場
調
査
や
収
益
予
測
に
つ
い
て
の
誤
っ
た
情
報
を
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ジ
ー
が
信
頼
し
た
と
し
て
も
、
こ
の

信
頼
を
契
約
内
容
に
取
り
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
）
73
（

る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
わ
が
国
の
情
報
提
供
義
務
論
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
裁
判
例
の
傾
向
を
反
映
し
、
そ
れ
に
関
す
る
特
約
を
認
め
る
こ
と

が
困
難
な
性
質
の
事
実
に
関
す
る
情
報
提
供
義
務
が
問
題
と
な
る
事
案
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
き
た
た
め
、
か
か
る
義
務
の
違
反
に
よ

り
相
手
方
に
生
じ
た
信
頼
を
規
範
的
解
釈
に
よ
っ
て
契
約
内
容
へ
取
り
込
む
と
い
う
解
決
は
意
識
さ
れ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
わ
が
国
の
裁
判
例
の
多
く
が
情
報
提
供
義
務
違
反
に
対
し
て
損
害
賠
償
と
い
う
形
で
の
救
済
を
図
っ
て
き
た
こ
と
も
わ
が
国

の
議
論
に
影
響
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
が
国
の
学
説
で
は
、
こ
の
損
害
賠
償
を
い
か
な
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
か
と
い
う
点
に
議
論

が
集
中
し
、
契
約
の
解
釈
に
お
い
て
情
報
提
供
義
務
を
考
慮
す
る
と
い
う
、
裁
判
例
と
は
基
本
的
な
方
向
性
を
異
に
す
る
解
決
は
検
討
の

対
象
と
な
り
に
く
か
っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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も
っ
と
も
、
わ
が
国
の
裁
判
例
で
は
、
情
報
提
供
義
務
違
反
に
対
す
る
救
済
に
つ
い
て
必
ず
し
も
損
害
賠
償
の
み
が
問
題
と
さ
れ
て
き

た
わ
け
で
は
な
い
。
具
体
的
に
は
、
契
約
内
容
を
な
す
給
付
以
外
に
一
定
の
利
益
を
供
与
す
る
こ
と
を
勧
奨
し
て
契
約
を
締
結
し
た
当
事

者
が
、
こ
れ
を
信
頼
し
て
契
約
を
締
結
し
た
相
手
方
に
対
し
て
信
義
則
上
こ
の
利
益
供
与
の
義
務
を
負
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
裁

判
）
74
（
例
や
、
眺
望
及
び
日
照
が
良
好
で
あ
る
こ
と
を
謳
っ
て
マ
ン
シ
ョ
ン
を
分
譲
し
た
不
動
産
業
者
が
、
信
義
則
上
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
の
眺

望
及
び
日
照
を
阻
害
す
る
建
物
を
建
築
し
な
い
義
務
を
負
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
裁
判
）
75
（

例
も
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す

る
と
、
こ
れ
ら
を
い
か
に
理
解
す
べ
き
か
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
議
論
は
未
だ
十
分
に
は
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　

2　

契
約
内
容
概
念
の
固
定
性

　

次
に
、
わ
が
国
の
情
報
提
供
義
務
論
に
お
い
て
「
契
約
内
容
」
概
念
が
固
定
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
、
わ
が
国
に

お
け
る
情
報
提
供
義
務
論
と
契
約
解
釈
論
の
断
絶
の
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
わ
が
国
の
情
報
提
供
義
務
論
が
前
提
と

す
る
契
約
内
容
が
次
の
二
つ
の
意
味
で
固
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
そ
れ
ぞ
れ
問
題
と
な
る
。

　

第
一
に
、
わ
が
国
の
情
報
提
供
義
務
論
が
前
提
と
す
る
契
約
内
容
は
、
そ
の
解
釈
の
対
象
の
次
元
で
固
定
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ

て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
前
述
の
よ
う
に
わ
が
国
の
議
論
は
、
情
報
提
供
義
務
を
一
定
の
内
容
で
成
立
し
た
契
約
の
効
力
を
否
定
す
る
も
の

と
し
て
捉
え
て
き
た
が
、
か
か
る
契
約
の
内
容
を
確
定
す
る
際
に
は
、
契
約
書
の
記
載
事
項
が
重
視
さ
れ
、
そ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い

事
項
は
原
則
と
し
て
考
慮
し
な
い
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
）
76
（

る
。
そ
の
理
由
は
、
当
事
者
間
で
合
意
が
あ
っ
た
と
い
う
た
め
に

は
そ
れ
に
応
じ
た
拘
束
力
を
生
じ
さ
せ
る
だ
け
の
確
定
的
な
意
思
表
示
が
必
要
で
あ
る
と
の
考
慮
に
求
め
ら
れ
よ
）
77
（

う
。
そ
し
て
、
こ
の
前

提
に
よ
る
と
、
情
報
提
供
義
務
違
反
に
よ
り
契
約
内
容
に
つ
い
て
相
手
方
に
一
定
の
信
頼
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
こ
の
信

頼
を
契
約
内
容
に
取
り
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
以
上
の
よ
う
な
契
約
内
容
に
つ
い
て
の
固
定
的
な
理

解
も
、
わ
が
国
に
お
け
る
契
約
解
釈
論
と
情
報
提
供
義
務
論
の
断
絶
の
要
因
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
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第
二
に
、
わ
が
国
の
情
報
提
供
義
務
論
が
前
提
と
す
る
契
約
内
容
は
、
次
の
意
味
で
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
効
果
の
次
元
で
も
固
定
的
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
ず
、
不
当
表
示
に
対
す
る
救
済
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
、
表
示
を
契
約
内
容
に
取
り
込
む
と
い
う
救
済
が
契
約

貫
徹
型
の
救
済
と
結
び
付
い
て
い
た
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
従
来
の
議
論
は
、
あ
る
表
示
が
契
約
内
容
と
な
る
こ
と
の
意
義
を

そ
の
内
容
を
実
現
す
る
債
務
の
発
生
に
求
め
て
お
り
、
そ
の
背
後
に
は
「
契
約
内
容
＝
債
権
債
務
の
内
容
」
と
の
理
解
を
看
取
し
う
る
。

し
か
し
、
契
約
の
内
容
は
必
ず
し
も
そ
こ
か
ら
生
じ
る
債
権
債
務
の
内
容
に
限
ら
れ
な
）
78
（

い
。
実
際
、
保
証
や
損
害
賠
償
の
予
定
に
よ
り
生

じ
る
損
害
賠
償
責
任
は
、
契
約
に
よ
り
生
じ
る
債
務
の
不
履
行
責
任
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
し
、
法
律
行
為
の
附
款
に
基
づ
く
契
約
の

効
力
の
発
生
や
消
滅
も
、
契
約
に
よ
り
生
じ
る
債
権
債
務
内
容
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
を
視
野
に
入
れ
て
こ
な
か
っ
た

と
い
う
意
味
で
、
従
来
の
議
論
は
契
約
内
容
を
固
定
的
に
捉
え
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
契
約
内
容
に
つ
い
て
の
か
か
る
理
解
は
い
か
な
る
形
で
わ
が
国
の
情
報
提
供
議
論
に
影
響
を
与
え
た
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
。
ま
ず
、
こ
の
理
解
に
よ
る
と
、
た
と
え
一
方
当
事
者
の
な
し
た
表
示
が
契
約
内
容
を
構

成
す
る
も
の
で
あ
る
と
相
手
方
が
信
頼
し
た
場
合
で
も
、
か
か
る
表
示
の
内
容
が
実
現
不
能
で
あ
る
な
ど
、
か
か
る
表
示
に
基
づ
く
債
務

を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
な
事
情
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
表
示
を
契
約
解
釈
に
よ
り
契
約
内
容
に
取
り
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
う
す
る
と
、
こ
の
場
合
に
は
か
か
る
表
示
を
契
約
内
容
に
取
り
込
む
た
め
に
情
報
提
供
義
務
を
考
慮
す
る
こ
と
に
意
味
は
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
述
の
よ
う
に
わ
が
国
の
情
報
提
供
義
務
論
が
議
論
の
対
象
と
し
て
き
た
紛
争
類
型
に
お
い
て
は
、

そ
の
内
容
を
実
現
す
る
こ
と
が
困
難
な
性
質
の
情
報
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
も
考
慮
す
る
と
、
わ
が
国
の
議
論
で
は
情
報
提
供
義

務
を
契
約
解
釈
と
を
結
び
付
け
る
必
要
性
が
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

3　

情
報
提
供
義
務
の
補
充
的
性
質

　

最
後
に
、
わ
が
国
の
議
論
に
お
い
て
契
約
解
釈
と
情
報
提
供
義
務
が
接
合
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
の
よ
り
根
本
的
な
要
因
と
し
て
、

わ
が
国
の
情
報
提
供
義
務
論
に
お
い
て
情
報
提
供
義
務
に
基
づ
く
救
済
が
契
約
解
釈
や
詐
欺
・
錯
誤
と
い
っ
た
民
法
典
上
の
諸
制
度
に
よ
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る
救
済
が
困
難
な
場
合
に
機
能
す
る
補
充
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
）
79
（
る
。
な
ぜ
な
ら
、
か
か
る
理
解

の
下
で
は
、
契
約
解
釈
や
詐
欺
・
錯
誤
と
い
っ
た
民
法
典
上
の
諸
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
で
紛
争
を
解
決
で
き
る
場
合
に
は
、
そ
も
そ
も

情
報
提
供
義
務
を
持
ち
出
す
必
要
は
生
じ
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
諸
制
度
と
情
報
提
供
義
務
と
を
接
合
さ
せ
る
必
要
も
生
じ
な
い
か

ら
で
あ
る
。

　

確
か
に
、
前
述
の
よ
う
に
近
時
の
議
論
で
は
情
報
提
供
義
務
を
詐
欺
・
錯
誤
の
枠
内
で
理
解
す
べ
き
と
の
見
解
も
表
れ
て
い
る
こ
と
や

（
二
㈡
２
参
照
）、
不
適
切
な
情
報
提
供
に
対
す
る
契
約
貫
徹
型
の
救
済
と
の
関
連
で
情
報
提
供
義
務
を
扱
う
見
解
が
存
在
し
て
い
る
こ
と

か
ら
す
る
と
（
二
㈡
３
参
照
）、
情
報
提
供
義
務
を
補
充
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
理
解
は
必
ず
し
も
確
固
た
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
民
法
典
上
の
諸
制
度
に
よ
る
紛
争
解
決
が
可
能
で
あ
る
場
合
に
殊
更
に
情
報
提
供
義
務
を
問
題
と
す
る
必
要
が
な

い
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
特
に
契
約
解
釈
と
の
関
係
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、

わ
が
国
の
情
報
提
供
義
務
論
は
契
約
解
釈
が
問
題
と
な
ら
な
い
場
面
を
対
象
と
し
て
議
論
を
展
開
し
て
き
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
う

だ
と
す
る
と
、
補
充
的
性
質
を
持
つ
義
務
と
し
て
情
報
提
供
義
務
を
捉
え
る
理
解
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
情
報
提
供
義
務
論
と
契
約
解
釈

論
の
断
絶
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

㈢　

契
約
解
釈
論
と
情
報
提
供
義
務
論
の
接
合
に
よ
っ
て
生
じ
る
理
論
的
問
題

　

と
こ
ろ
で
、
情
報
提
供
義
務
を
契
約
解
釈
の
際
の
基
準
と
し
て
理
解
す
る
場
合
に
は
、
民
法
典
上
の
他
の
諸
制
度
と
の
間
で
理
論
上
一

定
の
問
題
が
生
じ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
も
従
来
の
議
論
に
お
い
て
情
報
提
供
義
務
論
と
契
約
解
釈
論
と
が
接
合
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

こ
と
の
要
因
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
以
下
で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

情
報
提
供
義
務
を
契
約
解
釈
の
際
に
考
慮
す
る
こ
と
で
生
じ
る
問
題
と
は
次
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
が
国
の
議
論
の
多
く
は

情
報
提
供
義
務
を
契
約
の
効
力
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て
理
解
し
て
き
た
が
、
か
か
る
義
務
を
契
約
解
釈
に
お
い
て
考
慮
す
る
場
合
、
契
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約
の
効
力
を
否
定
す
る
た
め
の
諸
制
度
と
契
約
解
釈
と
の
関
係
が
不
明
確
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
無
意
識
的
不
合
意
な
い
し

意
思
表
示
の
解
釈
と
錯
誤
の
関
係
と
し
て
従
来
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
問
）
80
（

題
と
共
通
す
る
も
の
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
「
情
報

提
供
義
務
を
契
約
解
釈
の
基
準
と
し
て
考
慮
す
る
」
と
い
う
考
え
方
と
の
関
係
を
意
識
し
つ
つ
、
か
か
る
議
論
に
つ
い
て
分
析
す
る
。

　

ま
ず
、
従
来
の
一
般
的
な
見
解
は
、
無
意
識
的
不
合
意
な
い
し
意
思
表
示
の
解
釈
と
錯
誤
に
つ
い
て
、
前
者
は
法
律
行
為
の
成
立
の
問

題
を
扱
い
、
後
者
は
法
律
行
為
の
効
力
の
問
題
を
扱
う
も
の
と
し
て
、
こ
れ
ら
を
峻
別
し
て
き
た
（
以
下
、「
峻
別
説
」
と
い
）
81
（

う
）。
確
か
に
、

峻
別
説
の
内
部
で
は
法
律
行
為
の
成
立
と
効
力
の
問
題
の
区
別
の
視
点
に
関
す
る
見
解
の
対
立
も
存
在
す
る
も
の
）
82
（
の
、
法
律
行
為
の
成
立

の
問
題
た
る
契
約
解
釈
を
法
律
行
為
の
効
力
の
問
題
た
る
錯
誤
無
効
の
判
断
に
先
行
す
る
も
の
と
捉
え
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
契
約
の
解
釈
が
錯
誤
無
効
の
判
断
に
先
行
す
る
と
解
す
る
場
合
、
契
約
解
釈
の
際
の
判
断
基
準
と
契
約
の
錯
誤
無
効
の
判
断
基
準

と
は
異
な
ら
ざ
る
を
え
な
）
83
（

い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
を
等
し
く
解
し
て
し
ま
う
と
、
峻
別
説
が
前
提
と
す
る
法
律
行
為
の
成
立
と
効
力
の
区

別
が
成
り
立
た
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
峻
別
説
に
よ
る
場
合
、
契
約
の
効
力
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
情
報

提
供
義
務
は
、
契
約
の
錯
誤
無
効
の
判
断
の
際
に
は
利
用
で
き
た
と
し
て
も
、
法
律
行
為
の
成
立
の
問
題
た
る
契
約
解
釈
の
場
面
で
は
利

用
し
え
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
法
律
行
為
の
成
立
の
問
題
と
効
力
の
問
題
と
を
峻
別
す
る
こ
と
を
疑
問
視
す
る
見
解
も
一
部
で
主
張
さ
れ
て
い
る
（
以

下
、「
融
合
説
」
と
い
）
84
（
う
）。
融
合
説
で
は
、
法
律
行
為
の
解
釈
は
当
該
法
律
行
為
か
ら
い
か
な
る
法
律
効
果
が
生
じ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す

る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
法
律
行
為
の
解
釈
基
準
と
錯
誤
無
効
の
基
準
と
の
間
に
明
確
な
差
異
は
存
在
し
な
）
85
（

い
。
そ
う
す
る
と
、

融
合
説
に
よ
る
な
ら
ば
情
報
提
供
義
務
を
契
約
解
釈
の
場
面
で
考
慮
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
）
86
（

う
。
な
ぜ
な
ら
、
峻
別
説
で
生
じ

る
理
論
的
問
題
点
は
融
合
説
で
は
生
じ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
融
合
説
は
必
ず
し
も
多
く
の
支
持
者
を
得
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
実
際
、
融
合
説
の
よ
う
に
契
約
の
解
釈
と
錯
誤
無
効
の

判
断
を
同
質
的
な
も
の
と
捉
え
る
と
、
民
法
九
五
条
本
文
の
適
用
に
よ
り
無
効
と
さ
れ
る
契
約
は
そ
も
そ
も
契
約
解
釈
に
よ
り
不
成
立
と
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さ
れ
る
た
め
、
融
合
説
は
同
条
の
存
在
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
）
87
（
る
。
こ
の
た
め
、
融
合
説
に
基
づ
い
て
契
約
解
釈
と
情

報
提
供
義
務
と
を
接
合
さ
せ
る
場
合
に
は
、
法
律
行
為
の
成
立
と
効
力
の
関
係
を
現
行
民
法
典
の
規
定
を
踏
ま
え
な
が
ら
い
か
に
理
解
す

る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
更
な
る
検
討
が
必
要
と
な
る
が
、
こ
の
点
の
検
討
は
未
だ
十
分
に
は
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

㈣　

小　

括

　

以
上
、
わ
が
国
の
議
論
に
お
け
る
情
報
提
供
義
務
論
と
契
約
解
釈
論
と
の
断
絶
の
要
因
を
分
析
し
て
き
た
が
、
こ
れ
は
次
の
よ
う
に
ま

と
め
ら
れ
る
。
ま
ず
、
こ
の
「
断
絶
」
の
要
因
と
し
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
議
論
に
内
在
的
な
要
因
及
び
両
議
論
の
接
合
に
よ
り
生
じ
る
体
系

的
な
要
因
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
具
体
的
に
み
る
と
、
ま
ず
、
契
約
解
釈
論
で
は
、
契
約
解
釈
の
具
体
的
基
準
に
関
す
る
問
題
意
識
の

希
薄
さ
及
び
各
種
の
契
約
解
釈
の
位
置
づ
け
の
不
明
確
さ
に
よ
り
、
契
約
解
釈
の
具
体
的
基
準
に
関
す
る
研
究
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と

が
か
か
る
「
断
絶
」
の
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
情
報
提
供
義
務
論
に
お
い
て
は
、
議
論
の
対
象
と
な
る
紛
争
類
型
及
び
具
体

的
な
解
決
の
面
に
お
け
る
裁
判
例
の
影
響
、
そ
の
確
定
手
段
及
び
効
果
の
次
元
に
お
け
る
契
約
内
容
概
念
の
硬
直
性
並
び
に
情
報
提
供
義

務
の
補
充
的
性
質
が
こ
の
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
最
後
に
、
体
系
的
な
要
因
に
関
し
て
は
、
情
報
提
供
義
務
論
と
契
約
解
釈
論
と
を

接
合
さ
せ
る
こ
と
で
生
じ
る
契
約
解
釈
と
法
律
行
為
の
効
力
を
否
定
す
る
た
め
の
諸
規
定
と
の
関
係
の
不
明
確
化
が
、
こ
の
要
因
と
し
て

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
こ
れ
ら
の
要
因
に
よ
っ
て
生
じ
る
契
約
解
釈
論
と
情
報
提
供
義
務
論
と
の
断
絶
は
わ
が
国
の
議
論
に
い
か
な
る
問
題
を
生
じ
さ

せ
る
の
だ
ろ
う
か
。
最
後
に
、
こ
の
点
を
検
討
す
る
こ
と
で
わ
が
国
に
お
い
て
も
契
約
解
釈
と
情
報
提
供
義
務
を
接
合
さ
せ
る
議
論
が
な

さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
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四　
「
断
絶
」
解
消
の
必
要
性

　

1　

検
討
の
視
点
と
モ
デ
ル
ケ
ー
ス

　

契
約
解
釈
論
と
情
報
提
供
義
務
論
の
断
絶
に
よ
り
生
じ
る
問
題
を
検
討
す
る
際
の
視
点
と
し
て
は
、
原
理
的
な
い
し
理
論
的
な
視
点
と

実
践
的
な
い
し
機
能
的
な
視
点
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
確
か
に
、
原
理
的
な
視
点
か
ら
み
た
場
合
に
も
、
か
か
る
「
断
絶
」
に
よ
り
一

定
の
問
題
が
生
じ
）
88
（

る
。
し
か
し
、
実
践
的
な
視
点
か
ら
み
た
場
合
の
問
題
は
、
現
実
の
紛
争
の
解
決
に
直
結
す
る
も
の
で
あ
り
、
よ
り
重

要
な
も
の
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
実
践
的
な
側
面
か
ら
み
た
場
合
の
問
題
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

実
践
的
な
側
面
か
ら
観
察
し
た
場
合
、
か
か
る
「
断
絶
」
に
よ
り
生
じ
る
問
題
と
し
て
は
、
第
一
に
、
契
約
締
結
過
程
で
適
切
な
情
報

提
供
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
当
事
者
（
以
下
、「
被
害
者
」
と
い
う
）
の
救
済
が
不
十
分
に
な
る
と
い
う
点
が
、
第
二
に
、
情
報
提
供
義
務

に
違
反
し
て
不
適
切
な
情
報
提
供
を
行
っ
た
当
事
者
（
以
下
、「
加
害
者
」
と
い
う
）
に
対
す
る
制
裁
が
不
十
分
に
な
る
と
い
う
点
が
挙
げ

ら
れ
）
89
（
る
。
こ
こ
で
は
、
具
体
的
な
紛
争
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
考
察
を
行
い
た
い
。

　

契
約
締
結
過
程
に
お
け
る
情
報
提
供
義
務
が
問
題
と
な
る
紛
争
類
型
の
う
ち
、
契
約
解
釈
論
と
情
報
提
供
義
務
論
の
断
絶
に
よ
っ
て
被

害
者
の
救
済
及
び
加
害
者
へ
の
制
裁
が
不
十
分
な
も
の
と
な
り
う
る
事
案
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
事
）
90
（
案
（
以
下
、「
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
」
と
い

う
。）
で
あ
る
。

　
「
Ｘ
は
自
宅
の
内
装
を
リ
フ
ォ
ー
ム
す
る
た
め
に
リ
フ
ォ
ー
ム
用
品
を
専
門
に
扱
う
事
業
者
で
あ
る
Ｙ
か
ら
壁
紙
を
購
入
し
た
が
、
こ

の
契
約
の
締
結
過
程
に
お
い
て
、
Ｙ
は
、
Ｘ
に
対
し
、
当
該
壁
紙
が
Ｘ
の
自
宅
の
内
壁
に
貼
付
可
能
な
も
の
で
あ
る
旨
の
説
明
を
行
い
、

そ
の
購
入
を
強
く
勧
め
て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
当
該
壁
紙
は
そ
の
性
質
上
Ｘ
の
自
宅
の
内
壁
に
貼
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
種
類

の
も
の
で
あ
り
、
Ｙ
も
こ
れ
を
容
易
に
認
識
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
後
日
、
当
該
壁
紙
が
自
宅
の
内
壁
に
貼
付
で
き
な
い
も
の
で
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あ
る
こ
と
を
知
っ
た
Ｘ
は
、
Ｙ
に
対
し
、
改
め
て
当
該
壁
紙
と
同
等
の
性
質
を
有
し
、
か
つ
自
宅
の
内
壁
に
貼
付
可
能
な
壁
紙
の
引
き
渡

し
を
求
め
た
。」

　

2　

被
害
者
の
適
切
な
救
済

　

モ
デ
ル
ケ
ー
ス
の
よ
う
な
場
面
で
不
適
切
な
情
報
を
提
供
さ
れ
た
被
害
者
と
し
て
は
、
契
約
の
効
力
を
否
定
し
代
金
の
返
還
を
請
求
す

る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
Ｘ
が
Ｙ
に
対
し
て
自
宅
の
内
壁
に
貼
付
可
能
な
壁
紙
の
引
き
渡
し
を
求
め
て
い
る
よ
う
に
、
説
明
内
容
通
り

の
内
容
で
の
契
約
の
履
行
を
請
求
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
被
害
者
の
適
切
な
救
済
の
た
め
に
は
後
者
の
請
求
を
認
め
る
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
に
よ
り
被
害
者
は
当
初
の
信
頼
ど
お
り
の
利
益
を
獲
得
で
き
る
か
ら
で
あ
）
91
（

る
。

　

そ
う
す
る
と
、
後
者
の
請
求
を
い
か
な
る
法
律
構
成
に
よ
り
承
認
す
る
の
か
が
問
題
と
な
る
が
、
契
約
解
釈
に
お
い
て
情
報
提
供
義
務

を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
加
害
者
が
契
約
締
結
過
程
で
不
適
切
な
情
報
を
提
供
し
被
害
者
が
こ
れ
を
信
頼
し
た
場
合
、
こ
の
信
頼
は
契
約
解

釈
を
通
じ
て
契
約
内
容
に
取
り
込
ま
れ
、
加
害
者
は
当
該
情
報
の
内
容
ど
お
り
の
状
況
を
作
出
す
べ
き
契
約
上
の
債
務
を
負
う
こ
と
に
な

り
、
被
害
者
は
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
限
り
そ
の
履
行
を
請
求
し
う
る
と
い
え
よ
）
92
（

う
。
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
で
も
、
事
業
者
で
あ
る
Ｙ
に
は
自
己

が
販
売
す
る
商
品
の
性
質
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
義
務
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
構
成
に
よ
り
Ｘ
の
請
求
を
認
め
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。

　

で
は
、
契
約
解
釈
論
と
情
報
提
供
義
務
論
を
結
び
付
け
な
い
従
来
の
理
解
に
よ
る
場
合
、
こ
の
救
済
は
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の

点
、
当
該
紛
争
を
情
報
提
供
義
務
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
従
来
の
理
解
を
前
提
に
こ
の
救
済
を
実
現
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ

う
。
な
ぜ
な
ら
、
従
来
の
理
解
で
は
情
報
提
供
義
務
は
契
約
の
効
力
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
提
供
さ
れ

た
情
報
ど
お
り
の
事
実
の
実
現
と
い
う
形
の
救
済
は
問
題
と
さ
れ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
契
約
解
釈
を
柔
軟
に
行
う
な
ら
ば
、
従
来
の
理
解
に
よ
っ
て
も
こ
の
救
済
は
実
現
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
従
来
の
理
解

を
前
提
と
し
つ
つ
契
約
締
結
過
程
で
の
当
事
者
の
説
明
を
契
約
内
容
に
取
り
込
む
こ
と
に
は
次
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
従
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来
の
契
約
解
釈
論
で
は
契
約
解
釈
の
基
準
に
つ
い
て
の
議
論
が
不
十
分
で
あ
り
、
問
題
と
な
る
説
明
内
容
を
契
約
内
容
に
取
り
込
む
際
の

基
準
が
不
明
確
な
の
で
あ
る
。
実
際
、
契
約
締
結
過
程
で
は
当
事
者
に
よ
り
様
々
な
情
報
の
交
換
が
な
さ
れ
る
が
、
こ
の
情
報
の
う
ち
い

か
な
る
も
の
が
契
約
内
容
に
取
り
込
ま
れ
る
の
か
が
不
明
確
で
あ
る
な
ら
ば
、
契
約
内
容
に
つ
い
て
の
当
事
者
の
予
見
可
能
性
は
害
さ
れ

る
こ
と
に
な
ろ
）
93
（
う
。
こ
の
点
に
鑑
み
る
と
、
情
報
提
供
義
務
の
有
無
を
基
準
に
契
約
締
結
過
程
で
な
さ
れ
た
説
明
を
契
約
内
容
に
取
り
込

む
と
い
う
理
解
は
、
い
か
な
る
場
合
に
情
報
提
供
義
務
を
認
め
る
か
に
つ
い
て
の
更
な
る
検
討
が
必
要
で
は
あ
る
も
の
）
94
（

の
、
契
約
解
釈
に

関
し
て
一
定
の
基
準
を
提
供
す
る
点
で
当
事
者
の
予
見
可
能
性
の
向
上
に
資
す
る
も
の
と
も
い
え
よ
う
。

　

3　

加
害
者
に
対
す
る
適
切
な
制
裁

　

モ
デ
ル
ケ
ー
ス
に
お
い
て
従
来
の
議
論
の
枠
組
み
に
従
い
情
報
提
供
義
務
違
反
を
問
題
と
す
る
場
合
、
Ｙ
に
対
し
て
加
え
ら
れ
る
制
裁

は
当
該
契
約
の
効
力
の
否
定
な
い
し
契
約
費
用
の
賠
償
の
み
で
あ
り
、
勧
誘
時
に
説
明
し
た
内
容
で
の
契
約
の
履
行
責
任
や
履
行
利
益
の

損
害
賠
償
責
任
ま
で
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
加
害
者
に
対
す
る
制
裁
と
し
て
十
分
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
当

該
契
約
の
効
力
の
否
定
や
契
約
費
用
の
賠
償
で
は
単
に
契
約
締
結
前
の
状
態
が
回
復
さ
れ
る
に
過
ぎ
ず
、
加
害
者
が
同
様
の
行
為
を
行
わ

な
い
こ
と
に
対
す
る
十
分
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
加
害
者
が
事
業
者
で
あ
る
場
合
、
事
業
者
は

同
様
の
不
当
な
交
渉
に
よ
り
他
の
顧
客
か
ら
利
益
を
得
る
こ
と
が
容
易
で
あ
る
た
め
、
単
に
問
題
と
な
っ
た
一
つ
の
契
約
に
つ
い
て
そ
の

締
結
前
の
状
態
を
回
復
さ
せ
る
の
み
で
は
、
事
業
者
に
よ
る
不
当
な
取
引
を
防
止
す
る
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。

　

他
方
で
、
情
報
提
供
義
務
を
契
約
解
釈
の
基
準
と
し
て
理
解
す
る
場
合
、
加
害
者
に
対
し
て
課
さ
れ
る
制
裁
は
自
己
が
説
明
し
た
内
容

通
り
の
債
務
の
負
担
で
あ
り
、
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
の
Ｙ
は
Ｘ
の
自
宅
内
壁
に
貼
付
可
能
な
壁
紙
を
引
き
渡
す
債
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
こ

の
債
務
の
履
行
は
通
常
単
な
る
契
約
締
結
前
の
状
態
の
回
復
よ
り
も
困
難
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
か
か
る
制
裁
は
加
害
者
に
対
す
る
制
裁

と
し
て
よ
り
有
効
な
も
の
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
か
か
る
制
裁
は
、
例
え
ば
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
な
ど
の
共
同
事
業
的
な
性
質
を
有
す

る
契
約
で
の
役
務
内
容
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
義
務
違
反
に
関
し
て
は
極
め
て
有
効
な
も
の
と
な
り
う
）
95
（

る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
制
裁
で
は
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履
行
利
益
の
賠
償
も
認
め
ら
れ
る
た
め
、
か
か
る
類
型
の
紛
争
に
お
い
て
、
説
明
通
り
の
役
務
が
提
供
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
被
害
者
が
得

べ
か
り
し
利
益
を
も
賠
償
範
囲
に
含
め
う
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
も
、
情
報
提
供
義
務
を
契
約
解
釈
の
基
準
と
し
て
考
慮
す
る
こ

と
は
加
害
者
に
対
す
る
適
切
な
制
裁
を
導
く
上
で
重
要
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

4　

小　

括

　

以
上
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
実
践
的
な
側
面
か
ら
観
察
し
た
場
合
、
契
約
解
釈
論
と
情
報
提
供
義
務
論
の
断

絶
に
よ
り
、
不
適
切
な
情
報
提
供
に
よ
る
被
害
者
の
救
済
及
び
加
害
者
に
対
す
る
制
裁
の
双
方
が
不
十
分
と
な
る
と
い
う
問
題
が
生
じ
る

の
で
あ
る
。
具
体
的
に
み
る
と
、
被
害
者
の
救
済
及
び
加
害
者
へ
の
制
裁
を
適
切
に
行
う
た
め
に
は
、
情
報
提
供
義
務
違
反
に
よ
り
被
害

者
に
生
じ
た
信
頼
を
契
約
内
容
に
取
り
込
む
こ
と
で
、
加
害
者
に
対
し
て
彼
が
提
供
し
た
情
報
の
内
容
ど
お
り
の
事
実
を
実
現
す
る
債
務

を
負
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
が
、
か
か
る
「
断
絶
」
に
よ
り
こ
れ
が
困
難
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
か
か
る
適
切
な
救
済
及
び

制
裁
を
実
現
す
る
た
め
に
は
こ
の
「
断
絶
」
を
解
消
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
従
来
か
ら
消
費
者
契
約
に
関
し
て
は
契
約
締
結
過
程
の
適
正
化
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
）
96
（

る
。

そ
こ
で
は
、
事
業
者
の
不
当
な
勧
誘
行
為
に
よ
り
自
ら
の
望
ま
な
い
契
約
を
締
結
さ
せ
ら
れ
た
消
費
者
を
い
か
に
救
済
す
べ
き
か
、
及
び

不
当
な
勧
誘
を
行
っ
た
事
業
者
を
い
か
に
制
裁
す
る
か
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
救
済
及
び
制
裁
の
手
段
と
し
て
は
主
と
し
て
契

約
の
取
消
が
問
題
と
さ
れ
て
お
り
、
消
費
者
契
約
の
解
釈
は
ほ
と
ん
ど
問
題
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
）
97
（
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き

た
よ
う
に
、
情
報
提
供
義
務
違
反
に
対
す
る
救
済
及
び
制
裁
は
契
約
解
釈
の
枠
組
み
で
も
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
と
、
契
約
締

結
過
程
の
適
正
化
と
の
関
連
で
も
、
契
約
解
釈
の
枠
組
み
を
積
極
的
に
活
用
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
）
98
（

う
。
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五　

結
び
に
か
え
て

　

本
稿
で
は
、
従
来
の
わ
が
国
の
議
論
に
お
い
て
契
約
解
釈
論
と
情
報
提
供
義
務
論
と
が
断
絶
し
て
き
た
と
い
う
事
実
を
確
認
し
、
そ
の

原
因
を
分
析
し
た
上
で
、
こ
れ
に
よ
り
生
じ
る
問
題
点
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
が
、
こ
れ
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
ず
、
従
来
の
議
論
に
つ
い
て
み
る
と
、
契
約
解
釈
論
で
は
、
規
範
的
解
釈
に
関
し
て
表
示
に
対
す
る
当
事
者
の
責
任
が
問
題
と
さ
れ

て
い
る
も
の
の
、
こ
れ
と
情
報
提
供
義
務
と
の
関
係
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
ず
、
他
方
で
、
情
報
提
供
義
務
論
で
は
、
情
報
提
供
義
務
を

契
約
解
釈
と
接
合
さ
せ
る
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
議
論
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
わ
が
国
で
は
契
約
解

釈
論
と
情
報
提
供
義
務
論
が
断
絶
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

　

次
に
、
か
か
る
「
断
絶
」
の
要
因
と
し
て
は
、
双
方
の
議
論
に
内
在
的
な
要
因
及
び
こ
れ
ら
の
接
合
に
よ
り
生
じ
る
体
系
的
な
問
題
が

挙
げ
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
前
者
に
関
し
て
い
う
と
、
一
方
で
契
約
解
釈
論
に
お
い
て
は
契
約
解
釈
の
基

準
に
関
す
る
議
論
が
十
分
に
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
他
方
で
情
報
提
供
義
務
論
に
お
い
て
は
、
裁
判
例
の
影
響
、
契
約
内
容
に

つ
い
て
の
固
定
的
な
理
解
及
び
情
報
提
供
義
務
を
補
充
的
な
も
の
と
捉
え
る
理
解
が
、
こ
の
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
後
者

に
関
し
て
い
う
と
、
契
約
解
釈
と
情
報
提
供
義
務
の
接
合
に
よ
り
生
じ
る
契
約
解
釈
と
詐
欺
や
錯
誤
に
関
す
る
規
定
の
関
係
の
不
明
確
化

が
こ
の
要
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
情
報
提
供
義
務
論
と
契
約
解
釈
論
の
断
絶
に
よ
り
生
じ
る
問
題
と
し
て
は
、
こ
れ
に
よ
り
情
報
提
供
義
務
違
反
に
よ
っ
て
相

手
方
に
生
じ
た
信
頼
を
契
約
内
容
に
取
り
込
む
こ
と
が
困
難
と
な
る
た
め
、
か
か
る
義
務
違
反
に
よ
る
被
害
者
の
救
済
及
び
そ
の
加
害
者

へ
の
制
裁
が
不
十
分
な
も
の
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
適
切
な
救
済
及
び
制
裁
の
実
現
の
た
め
に
は
、
わ
が
国
で

も
情
報
提
供
義
務
と
契
約
解
釈
を
接
合
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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も
っ
と
も
、
情
報
提
供
義
務
違
反
に
よ
り
相
手
方
に
生
じ
た
信
頼
を
契
約
内
容
に
取
り
込
む
こ
と
の
可
否
に
関
し
て
は
更
な
る
検
討
が

必
要
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
契
約
解
釈
と
詐
欺
・
錯
誤
の
関
係
を
い
か
に
理
解
す
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
や
、
情
報
提
供
義
務
に
違
反
し

た
当
事
者
に
こ
の
よ
う
な
形
の
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
の
正
当
化
根
拠
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ

の
救
済
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
に
よ
り
従
来
は
契
約
締
結
過
程
に
お
け
る
責
任
や
詐
欺
・
錯
誤
の
問
題
と
し
て
処
理
さ
れ
て
き

た
問
題
の
ど
こ
ま
で
を
契
約
解
釈
の
問
題
と
な
し
う
る
か
と
い
う
点
も
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
か
か
る
理
解
に
よ
る

場
合
に
契
約
の
拘
束
力
の
根
拠
を
ど
こ
に
求
め
る
の
か
と
い
っ
た
原
理
的
な
問
題
に
つ
い
て
も
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
点
、
本
稿
の
冒
頭
で
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、
情
報
提
供
義
務
を
契
約
解
釈
と
接
合
さ
せ
る
と
い
う
理
解
は
近
時
の
欧
州
に
お
い
て

議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
議
論
の
内
容
並
び
に
背
景
及
び
前
述
の
よ
う
な
問

題
に
対
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
解
答
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
契
約
解
釈
論
と
情
報
提
供
義
務
論
の
断
絶
を
解
消

す
る
際
の
重
要
な
課
題
と
な
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

（
１
）　

こ
の
よ
う
な
理
解
は
契
約
責
任
を
め
ぐ
る
近
時
の
議
論
に
も
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
（
潮
見
佳
男
「
契
約
責
任
論
の
現
状
と
課
題
」
ジ
ュ
リ 

一
三
一
八
号
八
一
頁
（
二
〇
〇
六
年
）
参
照
）。

（
２
）　

北
居
功
「
Ｅ
Ｕ
契
約
法
」
庄
司
克
宏
編
『
Ｅ
Ｕ
法　

実
務
篇
』（
岩
波
書
店
・
二
〇
〇
八
年
）
二
二
九
頁
参
照
。

（
３
）　

例
え
ば
、
共
通
参
照
枠
組
草
案
（D

raft Com
m
on Fram

e of Reference : 

Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
）
二
章
三
節
一
〇
九
条
（
情
報
提
供
義
務
違
反
に

対
す
る
救
済
）
第
二
項
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
（Christian von Bar/Eric Clive

（eds

）, Principles, D
efinitions and M

odel Rules of 
European Private Law

―D
raft Com

m
on Fram

e of Reference
（D

CFR

）Full Edition, vol.1, Sellier, 2009, p. 235. 

大
仲
有
信
「
共
通

準
拠
枠
草
案
に
お
け
る
契
約
締
結
前
の
情
報
提
供
義
務
（
一
）（
二
・
完
）」
法
政
ロ
ー
五
巻
一
号
五
七
頁
（
二
〇
〇
九
年
）、
六
巻
一
号
四
七
頁

（
二
〇
一
〇
年
）
参
照
）。

　
　
　
「
事
業
者
が
、
本
章
中
の
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
っ
て
課
さ
れ
る
義
務
の
い
ず
れ
か
に
違
反
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
契
約
が
締
結
さ
れ
た
と
き
、

当
該
契
約
に
お
い
て
事
業
者
は
、
情
報
の
欠
如
な
い
し
不
完
全
性
の
結
果
、
相
手
方
が
合
理
的
に
期
待
し
た
内
容
の
債
務
を
負
う
。
か
か
る
債
務
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の
不
履
行
に
対
し
て
は
、
三
巻
三
章
（
債
務
の
不
履
行
に
対
す
る
救
済
）
で
規
定
さ
れ
る
諸
救
済
が
適
用
さ
れ
る
。」

　
　
　

こ
の
規
定
は
、
情
報
提
供
義
務
の
違
反
が
契
約
上
の
債
務
内
容
に
影
響
す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
起
草
者
に
よ
れ
ば
、

情
報
提
供
義
務
に
関
す
る
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
の
規
定
は
消
費
動
産
売
買
指
令
や
国
際
物
品
売
買
契
約
に
関
す
る
国
連
条
約
に
お
け
る
物
品
の
契
約
適
合
性

に
関
す
る
規
定
に
由
来
す
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
、
自
動
車
の
売
買
契
約
に
お
い
て
契
約
の
目
的
物
た
る
自
動
車
の
エ
ン
ジ
ン
に
不
具

合
が
あ
る
場
合
に
売
主
は
当
該
不
具
合
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
義
務
を
負
う
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
規
定
に
よ
る
な
ら
ば
、
か
か
る

情
報
提
供
を
怠
っ
た
売
主
は
、
エ
ン
ジ
ン
に
不
具
合
の
な
い
自
動
車
を
買
主
に
引
き
渡
す
契
約
上
の
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
　

も
っ
と
も
、
物
品
の
契
約
適
合
性
に
関
す
る
規
定
を
情
報
提
供
義
務
の
萌
芽
と
し
て
捉
え
る
理
解
は
、
従
来
み
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、

Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
作
成
の
準
備
段
階
で
策
定
さ
れ
た
ア
キ
原
則
（Principles of the Existing EC Contract Law

（Acquis Principles

）: 

Ａ
Ｃ
Ｑ
Ｐ
）

で
初
め
て
現
れ
た
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
Ａ
Ｃ
Ｑ
Ｐ
二
章
二
〇
八
条
二
項
が
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
（Research G

roup on the 
Existing EC Private Law

（Acquis G
roup

）（eds

）, Principles of the Existing EC Contract Law

（A
cquis Principles

）― Contract1, 
sellier, 2007, p. 98.

）。

　
　
　
「
当
事
者
が
二
〇
一
条
（
物
品
ま
た
は
役
務
に
関
す
る
情
報
提
供
義
務
）
か
ら
二
〇
四
条
（
情
報
の
明
確
性
及
び
方
式
）
ま
で
に
規
定
さ
れ
る

義
務
に
違
反
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
契
約
が
締
結
さ
れ
た
と
き
、
当
該
契
約
は
、
情
報
の
欠
如
ま
た
は
不
正
確
さ
の
結
果
と
し
て
相
手
方
が
合
理

的
に
期
待
し
え
た
債
務
を
含
む
こ
と
に
な
る
。」

（
４
）　C. von Bar/E. Clive

（eds

）, supra note 3, p. 203. 

ま
た
、
Ａ
Ｃ
Ｑ
Ｐ
策
定
者
の
解
説
と
し
て
、Christian Tw

igg

―Flesner, Pre

―con-
tractual duties

―From
 the acquis to the Com

m
on Fram

e of Reference, Reiner Schulze

（ed.

）, Com
m
on Fram

e of Reference and 
Existing EC Contract Law, Sellier, 2008, p. 97.

（
５
）　

具
体
的
に
み
る
と
、
情
報
提
供
義
務
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
同
意
の
瑕
疵
や
不
法
行
為
責
任
の
問
題
と
し
て
、
ド
イ
ツ
法
で
は
契
約
締
結
上
の

過
失
の
問
題
と
し
て
、
英
米
法
で
は
契
約
の
取
消
権
や
損
害
賠
償
を
導
く
不
実
表
示
の
問
題
と
し
て
従
来
捉
え
ら
れ
て
き
た
と
い
え
る
。

（
６
）　

フ
ラ
ン
ス
で
も
情
報
提
供
義
務
を
契
約
解
釈
と
結
び
付
け
る
議
論
が
あ
る
（M

uriel Fabre

―M
agnan, D

e l

’obligation d

’inform
ation dans 

les contrat, L.G.D.J., 1992, p. 507 et.s.

）。

（
７
）　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
野
村
豊
弘
「
法
律
行
為
の
解
釈
」
星
野
英
一
ほ
か
編
『
民
法
講
座
第
一
巻
』（
有
斐
閣
・
一
九
八
四
年
）
二
九
一
頁
、
山

本
敬
三
「
補
充
的
契
約
解
釈
（
五
・
完
）」
論
叢
一
二
〇
巻
三
号
二
頁
以
下
（
一
九
八
六
年
）、
沖
野
眞
已
「
契
約
の
解
釈
に
関
す
る
一
考
察

（
一
）（
二
）」
法
協
一
〇
九
巻
二
号
六
一
頁
、
四
号
一
頁
（
一
九
九
二
年
）
参
照
。
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（
８
）　

我
妻
栄
『
新
訂
民
法
総
則
』（
岩
波
書
店
・
一
九
六
五
年
）
二
四
九
頁
以
下
。

（
９
）　

川
島
武
宜
「
法
律
行
為
」
法
セ
ミ
九
号
一
一
頁
以
下
（
一
九
五
六
年
）、
穂
積
忠
雄
「
法
律
行
為
の
『
解
釈
』
の
構
造
と
機
能
（
一
）（
二
）」

法
協
七
七
巻
六
号
一
頁
、
七
八
巻
一
号
二
七
頁
（
一
九
六
一
年
）。

（
10
）　

星
野
英
一
『
民
法
概
論
Ⅰ
（
序
論
・
総
則
）』（
良
書
普
及
会
・
一
九
七
一
年
）
一
七
五
頁
。

（
11
）　

内
池
慶
四
郎
「
無
意
識
的
不
合
意
と
錯
誤
と
の
関
係
に
つ
い
て
」
法
研
三
八
巻
一
号
二
一
七
頁
（
一
九
六
五
年
）、
賀
集
唱
「
契
約
の
成
否
・

解
釈
と
証
書
の
証
明
力
」
民
商
六
〇
巻
二
号
二
一
頁
（
一
九
六
九
年
）。

（
12
）　

民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
編
『
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
』
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
二
六
号
（
商
事
法
務
・
二
〇
〇
九
年
）
一
二
二
頁
以
下

も
こ
の
枠
組
み
を
採
用
す
る
。

（
13
）　

規
範
的
解
釈
に
つ
い
て
の
最
近
の
研
究
と
し
て
、
山
城
一
真
「
契
約
締
結
過
程
に
お
け
る
『
正
当
な
信
頼
』
と
契
約
内
容
の
形
成
（
一
）〜

（
三
・
未
完
）」
早
法
八
五
巻
二
号
六
九
頁
、
四
号
六
九
頁
、
八
六
巻
一
号
一
一
五
頁
（
二
〇
一
〇
年
）。

（
14
）　

星
野
・
前
掲
注
（
10
）
一
七
七
頁
、
四
宮
和
夫
＝
能
見
善
久
『
民
法
総
則
』（
弘
文
堂
・
第
八
版
・
二
〇
一
〇
年
）
一
八
三
頁
以
下
。
契
約
の

解
釈
を
問
題
と
す
る
点
や
当
事
者
の
内
心
の
意
思
が
合
致
し
て
い
る
場
合
に
合
致
し
た
意
味
の
通
用
を
認
め
る
点
で
客
観
的
解
釈
説
を
修
正
し
た

も
の
と
い
え
る
。
佐
久
間
毅
『
民
法
の
基
礎
１
総
則
』（
有
斐
閣
・
第
三
版
・
二
〇
〇
八
年
）
七
〇
頁
参
照
。

（
15
）　

内
池
・
前
掲
注
（
11
）、
石
田
穰
「
法
律
行
為
の
解
釈
方
法
（
一
）」
法
協
九
二
巻
一
二
号
一
八
頁
以
下
（
一
九
七
五
年
）（
同
『
法
解
釈
学
の

方
法
』（
青
林
書
院
新
社
・
一
九
七
六
年
）
所
収
）、
須
田
晟
雄
「
意
思
表
示
の
解
釈
と
錯
誤
の
関
係
に
つ
い
て
（
一
）（
二
・
完
）」
北
園
一
九
巻

一
号
一
頁
（
一
九
八
三
年
）、
三
号
二
七
頁
（
一
九
八
四
年
）、
磯
村
保
「
法
律
行
為
の
解
釈
方
法
」
加
藤
一
郎
＝
米
倉
明
編
『
民
法
の
争
点
Ⅰ
』

（
有
斐
閣
・
一
九
八
五
年
）
三
〇
頁
。
山
本
敬
三
『
民
法
講
義
Ⅰ
総
則
』（
有
斐
閣
・
第
二
版
・
二
〇
〇
五
年
）
一
二
五
頁
参
照
。

（
16
）　

滝
沢
昌
彦
「
表
示
の
意
味
の
帰
責
に
つ
い
て
」
一
法
一
九
号
一
八
四
頁
（
一
九
八
九
年
）。

（
17
）　

契
約
当
事
者
が
表
示
に
付
与
し
た
意
味
の
双
方
が
客
観
的
な
意
味
と
異
な
る
場
合
、
意
味
付
与
比
較
説
で
は
当
該
契
約
は
不
成
立
と
な
る
の
に

対
し
、
修
正
客
観
的
解
釈
説
で
は
当
該
契
約
は
表
示
の
客
観
的
な
意
味
に
基
づ
く
解
釈
の
結
果
有
効
な
も
の
と
さ
れ
る
点
で
両
説
の
間
に
は
差
異

が
残
る
。

（
18
）　

我
妻
・
前
掲
注
（
８
）
二
五
〇
頁
以
下
。

（
19
）　

川
島
武
宜
＝
平
井
宜
雄
編
『
新
版
注
釈
民
法
（
三
）
総
則
』
七
九
頁
以
下
﹇
平
井
宜
雄
﹈（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
三
年
）
参
照
。

（
20
）　

我
妻
・
前
掲
注
（
８
）
二
五
六
頁
、
幾
代
通
『
民
法
総
則
』（
青
林
書
院
・
第
二
版
・
一
九
八
四
年
）
二
三
四
頁
、
四
宮
和
夫
『
民
法
総
則
』
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（
弘
文
堂
・
第
四
版
・
一
九
八
六
年
）
一
五
三
頁
。

（
21
）　

川
島
＝
平
井
・
前
掲
注
（
19
）
八
五
頁
以
下
﹇
平
井
宜
雄
﹈
は
、
信
義
則
ま
た
は
条
理
に
基
づ
く
契
約
解
釈
の
具
体
的
基
準
を
問
題
す
る
が
、

そ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
基
準
の
多
く
は
、
契
約
内
容
の
不
当
性
に
基
づ
く
修
正
的
解
釈
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
22
）　

佐
久
間
・
前
掲
注
（
14
）
七
一
頁
参
照
。

（
23
）　

民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
・
前
掲
注
（
12
）
一
二
三
頁
参
照
。

（
24
）　

滝
沢
・
前
掲
注
（
16
）
二
八
九
頁
以
下
。

（
25
）　

萌
芽
的
な
も
の
と
し
て
、
鹿
野
菜
穂
子
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
不
合
意
惹
起
者
の
損
害
賠
償
義
務
」
東
京
商
船
大
学
研
究
報
告
人
文
科
学
四
〇
号

一
三
頁
以
下
（
一
九
八
九
年
）。

（
26
）　

上
田
誠
一
郎
『
契
約
解
釈
の
限
界
と
不
明
確
条
項
解
釈
準
則
』（
日
本
評
論
社
・
二
〇
〇
三
年
）。

（
27
）　

上
田
・
前
掲
注
（
26
）
一
九
一
頁
以
下
。

（
28
）　

上
田
・
前
掲
注
（
26
）
二
一
一
頁
以
下
。

（
29
）　

上
田
・
前
掲
注
（
26
）
二
三
三
頁
以
下
。

（
30
）　

湯
川
益
英
「
契
約
規
範
と
し
て
成
立
す
る
契
約
準
備
交
渉
段
階
の
説
明
義
務
（
一
）〜（
三
・
未
完
）」
山
院
四
九
号
五
一
頁
、
五
〇
号
三
七
頁

（
二
〇
〇
三
年
）、
五
一
号
三
四
三
頁
（
二
〇
〇
四
年
）。

（
31
）　

湯
川
・
前
掲
注
（
30
）（
二
）
七
一
頁
以
下
。

（
32
）　

中
田
邦
博
「
民
法
学
の
歩
み　

上
田
誠
一
郎
『
契
約
解
釈
の
限
界
と
不
明
確
条
項
解
釈
準
則
』」
法
時
七
七
巻
九
号
一
〇
一
頁
（
二
〇
〇
五

年
）
参
照
。

（
33
）　

先
駆
的
な
も
の
と
し
て
、
後
藤
巻
則
「
フ
ラ
ン
ス
契
約
法
に
お
け
る
詐
欺
・
錯
誤
と
情
報
提
供
義
務
（
一
）〜（
三
・
完
）」
民
商
一
〇
二
巻
二

号
五
八
頁
、
三
号
七
八
頁
、
四
号
五
四
頁
（
一
九
九
〇
年
）。
こ
の
他
に
、
馬
場
圭
太
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
情
報
提
供
義
務
理
論
の
生
成
と

展
開
（
一
）（
二
・
完
）」
早
法
七
三
巻
二
号
五
五
頁
（
一
九
九
七
年
）、
七
四
巻
一
号
四
三
頁
（
一
九
九
八
年
）
等
が
あ
る
。

（
34
）　

潮
見
佳
男
『
債
権
総
論
Ⅰ
』（
信
山
社
・
第
二
版
・
二
〇
〇
三
年
）
五
六
六
頁
参
照
。

（
35
）　

こ
の
他
、
情
報
提
供
義
務
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
は
、
か
か
る
義
務
の
根
拠
に
つ
い
て
の
原
理
的
検
討
も
活
発
で
あ
る
（
潮
見
・
前
掲
注

（
34
）
五
七
〇
頁
以
下
参
照
）。

（
36
）　

情
報
提
供
義
務
を
め
ぐ
る
裁
判
例
に
つ
い
て
は
、
谷
口
知
平
＝
五
十
嵐
清
『
新
版
注
釈
民
法
（
一
三
）
契
約
総
則
』
一
四
四
頁
以
下
﹇
潮
見
佳
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男
﹈（
有
斐
閣
・
補
訂
版
・
二
〇
〇
六
年
）、
湯
川
・
前
掲
注
（
30
）（
一
）（
二
）
九
七
頁
以
下
、
四
一
頁
以
下
参
照
。

（
37
）　

東
京
高
判
昭
和
五
二
年
三
月
三
一
日
（
判
時
八
五
八
号
六
九
頁
）
等
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
判
決
で
は
宅
建
法
上
の
重
要
事
項
説
明
義
務
と
の
関

係
で
私
法
上
の
情
報
提
供
義
務
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。

（
38
）　

責
任
肯
定
例
と
し
て
東
京
高
判
平
成
一
一
年
九
月
八
日
（
判
時
一
一
七
〇
号
一
一
〇
頁
）、
否
定
例
と
し
て
東
京
地
判
昭
和
四
九
年
一
月
二
五

日
（
判
時
七
四
六
号
五
二
頁
）
等
。

（
39
）　

東
京
地
判
平
成
六
年
九
月
八
日
（
判
時
一
五
四
〇
号
七
一
頁
）
等
。

（
40
）　

責
任
肯
定
例
と
し
て
京
都
地
判
平
成
三
年
一
〇
月
一
日
（
判
時
一
四
一
三
号
一
〇
二
頁
）、
否
定
例
と
し
て
、
東
京
地
判
平
成
元
年
一
一
月
六

日
（
判
時
一
三
六
三
号
九
二
頁
）
等
。

（
41
）　

森
泉
章
「『
契
約
締
結
上
の
過
失
』
に
関
す
る
一
考
察
（
三
・
完
）」
民
研
二
九
〇
号
八
頁
以
下
（
一
九
八
一
年
）、
本
田
純
一
「『
契
約
締
結
上

の
過
失
』
理
論
に
つ
い
て
」
遠
藤
浩
＝
林
良
平
＝
水
本
浩
監
修
『
現
代
契
約
法
大
系
Ⅰ
』
一
九
三
頁
（
有
斐
閣
・
一
九
八
三
年
）
等
。

（
42
）　

比
較
的
古
い
も
の
と
し
て
、
松
岡
和
生
「
判
批
」
判
評
一
七
四
号
二
五
頁
（
一
九
七
三
年
）。
な
お
、
潮
見
佳
男
「
規
範
競
合
の
視
点
か
ら
見

た
損
害
論
の
現
状
と
課
題
（
一
）（
二
・
完
）」
ジ
ュ
リ
一
〇
七
九
号
九
一
頁
、
一
〇
八
〇
号
八
六
頁
（
一
九
九
五
年
）
は
か
か
る
損
害
賠
償
を

「
原
状
回
復
的
損
害
賠
償
」
と
表
現
す
る
。

（
43
）　

潮
見
・
前
掲
注
（
42
）（
二
・
完
）
九
二
頁
以
下
。

（
44
）　

後
藤
・
前
掲
注
（
33
）（
三
・
完
）
六
九
頁
以
下
。

（
45
）　

松
岡
久
和
「
原
状
回
復
法
と
損
害
賠
償
法
」
ジ
ュ
リ
一
〇
八
五
号
八
六
頁
（
一
九
九
六
年
）、
横
山
美
夏
「
契
約
締
結
過
程
に
お
け
る
情
報
提

供
義
務
」
ジ
ュ
リ
一
〇
九
四
号
一
二
八
頁
（
一
九
九
六
年
）、
田
處
博
之
「
契
約
締
結
過
程
に
お
け
る
不
適
切
な
情
報
提
供
と
不
法
行
為
責
任
」

札
院
二
〇
巻
二
号
一
三
九
頁
（
二
〇
〇
四
年
）
等
。

（
46
）　

同
意
の
瑕
疵
に
関
す
る
制
度
の
伝
統
的
な
枠
組
み
と
そ
の
柔
軟
化
の
限
界
に
つ
い
て
、
森
田
宏
樹
「『
合
意
の
瑕
疵
』
の
構
造
と
そ
の
拡
張
理

論
（
一
）〜（
三
・
完
）」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
四
八
二
号
二
二
頁
、
四
八
三
号
五
六
頁
、
四
八
四
号
五
六
頁
（
一
九
九
一
年
）
参
照
。

（
47
）　

評
価
矛
盾
論
に
対
す
る
反
論
に
つ
い
て
は
、
田
處
・
前
掲
注
（
45
）
一
四
六
頁
以
下
参
照
。

（
48
）　

消
費
者
契
約
法
に
お
け
る
情
報
提
供
義
務
に
つ
い
て
、
山
本
敬
三
「
消
費
者
契
約
法
と
情
報
提
供
法
理
の
展
開
」
金
法
一
五
九
六
号
六
頁 

（
二
〇
〇
〇
年
）
参
照
。

（
49
）　

大
村
敦
志
『
消
費
者
法
』（
有
斐
閣
・
第
三
版
・
二
〇
〇
七
年
）
六
頁
。
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（
50
）　

松
本
恒
雄
「
消
費
者
取
引
に
お
け
る
不
当
表
示
と
情
報
提
供
者
責
任
（
上
）」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
二
二
九
号
七
頁
（
一
九
八
一
年
）。
な
お
、
経
済
企
画
庁

国
民
生
活
局
消
費
者
行
政
第
一
課
・
第
二
課
編
『
消
費
者
政
策
の
新
し
い
課
題
』（
大
蔵
省
印
刷
局
・
一
九
八
〇
年
）
一
八
二
頁
参
照
。

（
51
）　

経
済
企
画
庁
国
民
生
活
局
消
費
者
行
政
第
一
課
・
第
二
課
・
前
掲
注
（
50
）
一
八
二
頁
。
な
お
、
松
本
恒
雄
「
消
費
者
取
引
に
お
け
る
不
当
表

示
と
情
報
提
供
者
責
任
（
下
）」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
二
三
〇
号
一
六
頁
（
一
九
八
一
年
）
は
、
契
約
締
結
上
の
過
失
の
効
果
と
し
て
契
約
が
有
効
に
成
立
し

て
い
た
ら
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
利
益
の
賠
償
を
認
め
る
こ
と
で
、
契
約
が
有
効
に
成
立
し
た
場
合
と
同
等
の
救
済
を
認
め
る
べ
き
と
も
主
張
し
て

い
る
。
同
様
の
見
解
と
し
て
、
藤
田
寿
夫
「
表
示
に
つ
い
て
の
私
法
上
の
責
任
（
二
・
完
）」
民
商
八
九
巻
六
号
五
二
頁
（
一
九
八
四
年
）
参
照
。

（
52
）　

浜
上
則
雄
＝
加
賀
山
茂
「
商
品
表
示
と
消
費
者
保
護
（
下
）」
ジ
ュ
リ
六
九
〇
号
一
二
二
頁
（
一
九
七
九
年
）。

（
53
）　

経
済
企
画
庁
国
民
生
活
局
消
費
者
行
政
第
一
課
・
第
二
課
・
前
掲
注
（
50
）
一
八
二
頁
。

（
54
）　

長
尾
治
助
「
表
示
義
務
違
反
の
私
法
的
効
果
に
つ
い
て
」
民
商
七
八
巻
臨
増
一
号
二
九
八
頁
以
下
（
一
九
七
八
年
）、
な
お
、
同
「
消
費
者
契

約
に
お
け
る
意
思
主
義
の
復
権
」
判
タ
四
九
七
号
二
〇
頁
以
下
（
一
九
八
三
年
）
参
照
。

（
55
）　

長
尾
・
前
掲
注
（
54
）
民
商
七
八
巻
臨
増
一
号
二
八
九
頁
以
下
は
、
事
業
者
が
供
給
す
る
商
品
等
が
一
定
の
危
険
性
を
有
す
る
場
合
や
事
業
者

が
供
給
す
る
商
品
等
に
よ
っ
て
相
手
方
が
達
成
し
よ
う
と
し
た
目
的
を
阻
害
す
る
事
実
が
あ
る
場
合
、
契
約
の
目
的
に
関
す
る
当
事
者
の
知
識
に

差
が
あ
る
場
合
等
で
説
明
義
務
が
生
じ
る
と
す
る
。

（
56
）　

フ
ラ
ン
ス
民
法
一
一
五
六
条
〜
一
一
六
一
条
参
照
。

（
57
）　

ド
イ
ツ
民
法
一
三
三
条
・
一
五
七
条
参
照
。

（
58
）　

野
村
・
前
掲
注
（
７
）
三
〇
九
頁
。

（
59
）　

現
行
民
法
典
制
定
過
程
に
つ
い
て
、
沖
野
・
前
掲
注
（
７
）（
一
）
二
五
三
頁
以
下
参
照
。

（
60
）　

沖
野
・
前
掲
注
（
７
）（
一
）
二
七
九
頁
以
下
は
、
こ
の
他
に
、
旧
民
法
の
規
定
が
一
方
で
詳
細
か
つ
煩
雑
で
あ
り
他
方
で
網
羅
的
で
な
か
っ

た
こ
と
及
び
ド
イ
ツ
民
法
第
一
草
案
の
影
響
を
指
摘
す
る
。

（
61
）　

川
島
＝
平
井
・
前
掲
注
（
19
）﹇
平
井
﹈
六
八
頁
以
下
参
照
。

（
62
）　

旧
旧
民
訴
（
明
治
二
三
年
法
二
九
）
二
一
七
条
参
照
。

（
63
）　

大
判
大
正
一
〇
年
五
月
一
八
日
（
民
録
二
十
七
輯
九
百
三
十
九
頁
）。
川
島
＝
平
井
・
前
掲
注
（
19
）﹇
平
井
﹈
六
五
頁
は
、
判
例
が
一
貫
し
て

法
律
行
為
の
解
釈
を
事
実
問
題
と
解
し
て
き
た
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
指
摘
す
る
。

（
64
）　

野
村
・
前
掲
注
（
７
）
三
〇
九
頁
、
川
島
＝
平
井
・
前
掲
注
（
19
）﹇
平
井
﹈
六
九
頁
。
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（
65
）　

例
え
ば
、
大
判
昭
和
四
年
一
二
月
一
八
日
（
法
律
新
聞
三
〇
八
一
号
一
〇
頁
）
参
照
。

（
66
）　

山
城
・
前
掲
注
（
13
）（
一
）
七
五
頁
以
下
。

（
67
）　

磯
村
保
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
律
行
為
解
釈
論
に
付
い
て
（
四
・
完
）」
神
戸
三
〇
巻
四
号
七
二
八
頁
以
下
（
一
九
八
一
年
）。

（
68
）　

山
本
敬
三
「
補
充
的
契
約
解
釈
㈣
」
論
叢
一
二
〇
巻
二
号
四
頁
以
下
（
一
九
八
六
年
）。

（
69
）　

川
島
＝
平
井
・
前
掲
注
（
19
）﹇
平
井
﹈
六
〇
頁
以
下
。

（
70
）　

山
城
・
前
掲
注
（
13
）（
一
）
七
七
頁
参
照
。

（
71
）　

特
定
物
ド
グ
マ
と
契
約
解
釈
な
い
し
錯
誤
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
道
垣
内
弘
人
「
錯
誤
と
そ
の
周
辺
」
法
教
二
九
五
号
（
二
〇
〇
五
年
）
八
七

頁
、
片
山
直
也
「
演
習
」
法
教
三
〇
七
号
二
一
六
頁
（
二
〇
〇
六
年
）、
佐
久
間
・
前
掲
注
（
14
）
一
五
四
頁
以
下
参
照
。

（
72
）　

金
融
商
品
取
引
法
三
九
条
参
照
。

（
73
）　

契
約
類
型
と
契
約
解
釈
の
関
係
に
つ
い
て
、
山
本
敬
三
「
消
費
者
契
約
に
お
け
る
契
約
内
容
の
確
定
」
河
上
正
二
編
『
消
費
者
契
約
法

―
立

法
へ
の
課
題
』
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
五
四
号
（
商
事
法
務
研
究
会
・
一
九
九
九
年
）
八
二
頁
以
下
参
照
。

（
74
）　

東
京
高
判
昭
和
五
二
年
一
〇
月
六
日
（
高
民
集
三
〇
巻
四
号
三
三
五
頁
）。
具
体
的
な
解
決
と
し
て
は
、
か
か
る
義
務
違
反
に
基
づ
き
慰
謝
料

と
し
て
三
〇
万
円
の
賠
償
を
認
め
て
い
る
。

（
75
）　

仙
台
地
決
平
成
七
年
八
月
二
四
日
（
判
タ
八
九
三
号
七
八
頁
）。
具
体
的
な
解
決
と
し
て
は
、
不
動
産
業
者
に
よ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
眺
望
及
び

日
照
を
阻
害
す
る
建
物
の
建
築
の
差
止
め
を
認
め
て
い
る
。

（
76
）　

須
藤
悦
安
「
契
約
内
容
の
確
定
に
お
け
る
契
約
書
外
の
表
示
の
効
力
に
つ
い
て
」
創
法
三
四
巻
二
号
三
一
頁
（
二
〇
〇
四
年
）。

（
77
）　

山
本
・
前
掲
注
（
73
）
八
三
頁
。
須
藤
・
前
掲
注
（
76
）
四
九
頁
以
下
は
、
山
本
説
を
、
契
約
書
外
の
表
示
を
契
約
内
容
に
取
り
込
む
た
め
に

「
当
事
者
の
確
定
的
な
意
思
」
を
要
求
と
す
る
見
解
と
捉
え
こ
れ
を
批
判
す
る
が
、
山
本
説
は
「
確
定
的
な
意
思
表
示
」
を
要
求
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
須
藤
説
の
批
判
は
当
た
っ
て
い
な
い
。
な
お
、
須
藤
・
前
掲
注
（
76
）
四
九
頁
は
、
処
分
証
書
た
る
契
約
書
が
存
在
す
れ
ば
、
契
約
書
以

外
で
な
さ
れ
た
表
示
を
契
約
内
容
と
し
て
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
の
考
え
方
も
か
か
る
理
解
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

（
78
）　

中
松
櫻
子
「
契
約
法
の
再
構
成
に
つ
い
て
の
覚
書
」
判
タ
三
四
一
号
二
二
頁
（
一
九
七
六
年
）
参
照
。

（
79
）　

情
報
提
供
義
務
を
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
論
の
一
部
と
し
て
扱
う
見
解
な
ど
は
、
ま
さ
に
民
法
上
の
諸
制
度
が
機
能
し
な
い
場
合
の
補
充
的

救
済
と
し
て
情
報
提
供
義
務
を
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
情
報
提
供
義
務
を
高
度
に
相
対
的
な
概
念
と
し
て
捉
え
る
フ
ラ

ン
ス
法
と
対
照
的
な
も
の
と
い
え
よ
う
（
馬
場
・
前
掲
注
（
33
）（
二
）
八
二
頁
参
照
）。
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（
80
）　

こ
の
問
題
を
扱
う
も
の
と
し
て
、
内
池
・
前
掲
注
（
11
）、
石
田
・
前
掲
注
（
15
）
一
九
頁
以
下
、
須
田
・
前
掲
注
（
15
）、
小
林
一
俊
「
意
思

表
示
の
解
釈
と
当
事
者
の
理
解
」
下
森
定
＝
須
永
淳
『
民
法
総
則
重
要
論
点
研
究
』（
酒
井
書
店
・
一
九
九
一
年
）
七
二
頁
参
照
。
ま
た
、
円
谷

俊
『
新
・
契
約
の
成
立
と
責
任
』（
成
文
堂
・
二
〇
〇
四
年
）
も
参
照
。

（
81
）　

我
妻
・
前
掲
注
（
８
）
二
四
二
頁
以
下
、
米
倉
明
「
法
律
行
為
（
七
）」
法
教
五
〇
号
六
九
頁
以
下
、
四
宮
＝
能
見
・
前
掲
注
（
14
）
二
五
七

頁
等
。

（
82
）　

柳
本
祐
加
子
「
法
律
行
為
の
不
成
立
と
無
効
・
取
消
」
椿
寿
夫
編
『
法
律
行
為
無
効
の
研
究
』（
日
本
評
論
社
・
二
〇
〇
一
年
）
五
五
一
頁 

参
照
。

（
83
）　

滝
沢
・
前
掲
注
（
16
）
二
九
五
頁
以
下
は
、
契
約
解
釈
と
錯
誤
で
は
、
考
慮
さ
れ
る
べ
き
責
任
の
内
容
が
理
論
上
も
実
際
上
も
異
な
っ
て
い
る

と
指
摘
す
る
。

（
84
）　

石
田
・
前
掲
注
（
15
）
九
頁
以
下
。

（
85
）　

石
田
・
前
掲
注
（
15
）
一
九
頁
以
下
は
、
当
事
者
の
意
味
付
与
の
正
当
性
判
断
と
錯
誤
者
の
重
過
失
判
断
は
、
ほ
ぼ
同
一
の
事
実
関
係
か
ら
一

体
的
に
行
わ
れ
る
と
い
う
。

（
86
）　

こ
の
点
、
佐
久
間
・
前
掲
注
（
14
）
一
五
六
頁
以
下
が
、
動
機
の
錯
誤
の
問
題
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
意
思
表
示
内
容
へ
の
動
機
の
取
り
込
み
と

い
う
形
で
契
約
解
釈
の
問
題
と
し
て
捉
え
つ
つ
、
情
報
提
供
義
務
の
存
否
の
判
断
要
素
た
る
両
当
事
者
の
専
門
知
識
や
取
引
経
験
の
差
異
が
動
機

の
意
思
表
示
内
容
へ
の
取
り
込
み
に
当
た
っ
て
考
慮
さ
れ
る
と
す
る
点
が
興
味
深
い
。

（
87
）　

小
林
・
前
掲
注
（
80
）
八
二
頁
以
下
。

（
88
）　

例
え
ば
、
契
約
解
釈
の
枠
組
み
に
お
い
て
承
認
し
た
契
約
の
効
力
を
、
情
報
提
供
義
務
違
反
の
事
実
を
理
由
に
部
分
的
に
で
は
あ
れ
実
質
的
に

否
定
す
る
と
、
評
価
矛
盾
の
問
題
が
生
じ
う
る
だ
ろ
う
。

（
89
）　M

. Fabre

―M
agnan, supra note 6, p. 533.

参
照
。

（
90
）　

破
棄
院
商
事
部
一
九
八
〇
年
六
月
二
十
五
日
判
決
（bull. civ. n

o276, p. 233.

）
を
参
考
に
し
た
。
な
お
、
こ
の
判
決
の
評
価
に
つ
き
、 

M
. Fabre

―M
agnan, supra note 6, pp. 510 et s. 

参
照
。

（
91
）　

役
務
提
供
型
の
契
約
に
お
け
る
役
務
内
容
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
義
務
や
、
保
険
契
約
に
お
け
る
保
険
金
の
支
払
い
条
件
に
つ
い
て
の
情
報
提

供
義
務
が
問
題
と
な
る
場
面
で
も
、
か
か
る
救
済
は
被
害
者
保
護
に
資
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
保
険
約
款
中
の
免
責
条
項
に
関
す
る
不
適

切
な
説
明
に
つ
い
て
は
、
約
款
の
開
示
の
問
題
と
し
て
約
款
論
の
枠
組
み
で
検
討
が
な
さ
れ
て
お
り
、
契
約
時
に
開
示
さ
れ
な
か
っ
た
約
款
の
契
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約
へ
の
組
み
込
み
を
否
定
す
る
と
い
う
救
済
が
提
唱
さ
れ
て
き
た
（
谷
口
＝
五
十
嵐
・
前
掲
注
（
36
）﹇
潮
見
﹈
一
七
三
頁
参
照
）。
実
際
に
、
保

険
約
款
中
の
免
責
特
約
の
効
力
を
否
定
し
た
裁
判
例
と
し
て
、
札
幌
地
判
昭
和
五
四
年
三
月
三
〇
日
（
判
時
九
四
一
号
一
一
一
頁
）
参
照
。
こ
の

問
題
を
情
報
提
供
義
務
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
か
か
る
救
済
は
情
報
提
供
義
務
を
契
約
解
釈
の
枠
組
み
で
把
握
す
る
も
の
と
も
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
、
免
責
条
項
を
問
題
と
す
る
限
度
で
、
情
報
提
供
義
務
を
契
約
の
効
力
を
否
定
す
る
も
の
と
捉
え
る
場
合
で
も
同
様
の
解
決
が
可

能
で
あ
る
こ
と
に
は
注
意
を
要
す
る
。

（
92
）　

な
お
、
瑕
疵
担
保
責
任
の
理
解
に
よ
っ
て
は
か
か
る
救
済
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
民
法
五
七
〇
条
本
文
、
五
六

六
条
一
項
に
よ
り
売
買
目
的
物
の
引
渡
し
後
は
解
除
及
び
損
害
賠
償
の
み
が
認
め
ら
れ
る
と
解
す
る
と
、
目
的
物
の
引
渡
し
後
に
は
、
改
め
て
契

約
に
適
合
す
る
も
の
の
引
渡
し
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
特
定
物
ド
グ
マ
を
承
認
す
る
場
合
、
契
約
目
的
物
が
特
定
物

で
あ
る
と
き
に
は
契
約
に
適
合
す
る
物
の
引
渡
債
務
は
そ
も
そ
も
生
じ
な
い
。

（
93
）　

従
来
の
議
論
で
契
約
解
釈
と
情
報
提
供
義
務
が
接
合
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
の
背
後
に
は
、
こ
の
よ
う
に
契
約
締
結
過
程
で
の
単
な
る
表
示

ま
で
契
約
内
容
を
構
成
す
る
も
の
す
る
と
、
契
約
内
容
に
つ
い
て
の
当
事
者
の
予
見
可
能
性
が
害
さ
れ
る
と
い
う
懸
念
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
。

（
94
）　

こ
の
点
、
わ
が
国
の
裁
判
例
は
、
当
該
情
報
が
契
約
の
一
方
当
事
者
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
当
該
情
報
の
入
手
が
そ
の
相
手
方
に
と

っ
て
容
易
で
あ
っ
て
、
か
つ
相
手
方
が
当
該
情
報
の
重
要
性
お
よ
び
そ
の
提
供
の
必
要
性
を
認
識
し
て
い
る
場
合
に
、
か
か
る
相
手
方
に
情
報
提

供
義
務
を
認
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
佐
久
間
・
前
掲
注
（
14
）
一
七
三
頁
参
照
）。

（
95
）　

実
際
に
、
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
を
め
ぐ
る
紛
争
に
で
は
役
務
内
容
に
つ
い
て
事
実
と
異
な
る
説
明
が
な
さ
れ
る
場
合
が
問
題
と
な
っ
て
い
る

が
、
裁
判
例
で
は
こ
の
場
合
に
も
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
と
し
て
契
約
費
用
の
返
還
が
認
め
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
福
岡
地
判
平
成
六
年

二
月
一
八
日
（
判
時
一
五
二
五
号
一
二
八
頁
）、
水
戸
地
判
平
成
七
年
二
月
二
一
日
（
判
タ
八
七
六
号
二
一
七
頁
）
参
照
。

（
96
）　

契
約
締
結
過
程
の
適
正
化
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
沖
野
眞
已
「『
消
費
者
契
約
法
（
仮
称
）』
の
一
検
討
（
三
）（
四
）」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
六
五
四

号
三
七
頁
、
六
五
五
号
二
八
頁
（
一
九
九
八
年
）
参
照
。

（
97
）　

こ
れ
を
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
山
本
・
前
掲
注
（
73
）。

（
98
）　

山
城
・
前
掲
注
（
13
）（
一
）
八
八
頁
参
照
。

　

本
研
究
は
科
研
費
（
一
〇
Ｊ
〇
四
九
一
七
）
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
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大
塚　

哲
也
（
お
お
つ
か　

て
つ
や
）

　

所
属
・
現
職　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

　
　
　
　
　
　
　

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
Ｄ
Ｃ

　

最
終
学
歴　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

　

専
攻
領
域　
　

民
法


